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20191223 国会議員主催「プロサバンナ事業に関する勉強会」議事録	

	

	
 

開催日：2019年 12月 23日 
開催場所：参議院議員会館 
会議詳細：https://www.ngo-jvc.net/jp/event/event2019/12/20191223-prosavana.html 
登壇者（発言順）： 
・	 石橋通宏（参議院議員） 
・	 井上哲士（参議院議員） 
・	 大林稔（龍谷大学名誉教授／モザンビーク開発を考える市民の会） 
・	 牧野耕司（JICA農村開発部部長） 
・	 浅井誠（JICA農村開発部課長） 
・	 舩田クラーセンさやか（明治学院大学国際平和研究所） 
・	 渡辺直子（日本国際ボランティアセンター） 
・	 黒宮貴義（外務省国際協力局国別開発協力第三課） 
・	 伊東圭介（JICA農村開発部次長） 
・	 若林基治（JICAアフリカ部次長） 
・	 川田龍平（参議院議員、行政監視委員会委員長） 
・	 福島みずほ（参議院議員） 
・	 松平尚也、原貫太、荒谷明子、枝元なほみ、レイモンド・エップ、吉森弘子、山中一耕

（市民／農民としての発言） 
 
 
 
石橋通宏議員（参議院議員）：	

	 ただいまから、モザンビーク、プロサバンナに関する国会議員勉強会ということで、始め

させて頂きたいと思います。今日の議員勉強会の主催側であります立憲民主党所属の参議院

議員の石橋通宏でございます。冒頭、この間呼びかけとさせていただいた関係で一言ご挨拶

を。今日、共産党の井上議員にもお見えを頂いておりますので、後程ご挨拶を頂ければと思

います。 
	 今日は本当に多くの皆さん、ご出席、ご参加を頂きまして大変ありがとうございます。ま

た、JICAの皆さん、外務省の皆さんも、師走の大変お忙しい時期だとは思いますけれども、
こうして呼びかけに応じてご出席を頂きまして、お時間取っていただきましたこと、誠に感

謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。 
	 また、NGO関係、市民団体の皆さまも、我々の今日こうして勉強会やりたいということで、
呼びかけに対して、協力を頂きまして、事前準備の段階から含めて、ご支援いただきまして

本当に感謝申し上げておきたいと思いますし、ご出席いただいた市民グループの皆さんも、

この問題に関心持って、今日改めて今、何が行われているのか、しっかり学んでいただきた

い、ということも含めて、ご出席、ご参加頂いたことにも感謝申し上げたいと思います。外

で聴いていただいている皆さんにも、ぜひしっかりお聴きを頂いて、それぞれ、この問題に

ついて一緒に考えさせて頂く、いい機会にさせて頂ければと思っておりますので、冒頭、感

謝と共にお願いを申し上げておきたいと思います。 
	 実は、私自身はもうかれこれ 2013年から、当時参議院の ODA調査団でモザンビーク行か
せて頂きました。その時、外務省、JICAの皆さんにもご協力を頂いて、若干短時間の再会だ
ったんですけれども、モザンビークの農民団体にも面会しました。その時に初めて、舩田さ

んの新聞記事等も読ませて頂きながら、このプロサバンナ事業の課題、問題点について改め

て学ばせて頂きました。以来、もう 6年半になりますけれども、この問題にずっと対応、取
り組みさせて頂いて、JICAの皆さんとも何度となくやり取りをさせて頂いてまいりました。 
	 大変残念ながら、といいますか、この間、私自身は最初のそもそものボタンの掛け違い、
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このボタンの掛け違いが、残念ながら今なお解決されていない、にもかかわらず、事業が強

引に進められている部分もあって、現地の当事者たる市民グループの皆さん、農民団体の皆

さんに、ご理解を頂けないままに、むしろ大きな反対の声が今なお上がっている、という状

況が解決されていない、と理解をしております。ただこの間も、国民の皆さまの貴重な税金

が、多額の税金がこの事業に費やされております。関連事業も含めてですね。ですので、改

めて我々議員の側での開催となります。 
	 来年度予算も先週決定されました補正予算も含めて、巨額の税金が投入されるわけであり

ますけれども、まさにその大きな、国民の貴重な皆さんの税金が使われているこの事業が、

いったい本当に適正に行われているのかどうか、現地の皆さんの、農民グループの皆さん、

小農の皆さん、裨益者としての皆さんに応援を頂けるものになっているのかも含めて、改め

て我々しっかりと勉強させて頂いて、来年、通常国会での予算審議にも参考にさせていただ

きたい。そういう意味で、今日は企画をさせて頂いております。ですので、ぜひ JICAの皆
さん、外務省の皆さんも含め、改めてこの間の皆さんの運営主体として、責任ある形で、今

日はぜひ、我々議員に対するということはイコール国民の皆さんに対して、この間の皆さん

の取り組みなり、税金の使い方なり、現地の事業運営なりをご説明頂くという主旨で今日は

やらせて頂きます。そういった観点で、ぜひしっかりと説明を、我々に対しても、して頂け

ればと思っておりますので、限られた時間ですけれども、最後まで宜しくお願い申し上げた

いと思います。 
	 それでは井上議員からも冒頭のご挨拶頂ければと思います。 
 
井上哲士議員（参議院議員）：	

	 共産党の参議院議員の井上哲士です。今日は JICAと外務省の皆さん、そしてご参加の皆
さん、本当にありがとうございます。年末の慌ただしい中での取り組みにご協力頂きまして

心から感謝述べたいと思います。 
	 今も石橋議員からありましたように、国民の税金を使って行われている事業でありますか

ら、それは本当に現地の皆さんからの合意、そして利益となっているのかどうかをチェック

すると言うのは非常に大きな国会の仕事であります。特に、参議院はこれをし続けてまいり

ました。今日は奇しくも二人の参議院議員でここに参加しているわけですけども、私も ODA
の特別委員会にずっと参加しておりまして、この間、例えば今回の事業と深く関わりのある

ブラジルのセラードも現地で見せてもらいました。 
	 一昨日ラオス、ベトナムの議会間交流会から帰ってきたんですけれども、ラオスに行った

際も、ビエンチャンのタゴン灌漑農業の改善事業の現場にも行きまして、JICAや事業をやっ
てらっしゃる皆さんから直接声を聞きました。それぞれの事業いろんな中身があるわけです

けれども、何よりもやっぱり、現地の皆さんの利益と合意ということが必要であります。そ

のことは皆さん自身の（JICA）環境（社会配慮）ガイドラインにも定められておりますし、
この間の国連で議論をされてきた小農権利宣言であるとか、家族農業の 10年という流れの中
で、きちんとそれに沿っているものになっているのかどうか、というのをしっかり見てくの

が私たち立法府の大きな責任だと思っております。 
	 そういう場として、今日はこういう形で持たせて頂きました。この間、現地の小農の方か

らも日本にも来ていただいた時に、直接いろんなお話も聞いております。今、石橋さんから

もボタンの掛け違いというお話もありましたけど、現実の問題として、様々なことが起きて

いるわけですから、ぜひ今日は具体的な、真摯な議論をやることによって、この問題の新た

な節目にしていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いします。 
 
石橋議員：	

	 はい、ありがとうございました。井上議員はこの間本当に何度となく国会でも様々な委員

会等で質疑を、この問題に関して頂いております1。そういったやり取りも踏まえて、また後

ほど、様々質問等出していただけると思いますので、よろしくお願い致します。 
                                                   
1	 石橋議員、井上議員の国会での質疑、質問主意書は以下にまとめて掲載中です。 
http://mozambiquekaihatsu.blog.fc2.com/blog-category-10.html 
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	 それから今日は、資料としては配付されているのかどうか分かりませんが、私自身も今月、

質問主意書を出させて頂きました2。この問題に関して幅広く質疑をさせていただきました。

残念ながら納得いける回答を頂けたとは到底思ってないんですけれども、その中でもとりわ

け今日この後お話があろうかと思いますけれども、ぜひ皆さんにも知って頂きたい点があり

ます。 
	 現地で裁判所が明確にこの問題についての判決を出されております。その件についても質

問主意書でいろいろお聴きをしたんですが、残念ながら外務省、これ答弁書作ったのは外務

省でしょうけど、JICAの方からも、とても当事者としての責任ある答弁とは思えない回答し
か、現地で対応する話ですね、という答弁しか聞かれておりませんので、これでは到底答弁

になりません。なので、この件もぜひ後ほどまとめてお考えを聞きたいと思っておりますの

で、この点も冒頭、少し申し上げておきたいと思います。 
	 それでは最初にですね、すみません申し遅れました。今日 9人の国会議員、この問題ずっ
と取り組んできた衆参国会議員で今日勉強会ということで主催させて頂いておりますが、ち

ょっとすみません年の瀬でこういう時期でありますので、後ほど川田隆平議員等々、駆けつ

けられる人は駆けつけてくださると思いますけれども、時間もありますので冒頭我々で進め

させていただきますが、多くの議員がこの問題に関心を持って取り組んで頂いていることは、

改めて市民グループの皆さんにもお伝えしておきたいというふうに思います。 
	 以上を申し上げて、今日この勉強会を開催して頂いて重ねて多くの皆さんにご協力頂いて

おりますが、勉強会の背景ですね、この間の経過も含めて、龍谷大学の大林先生からまず冒

頭、ご説明を頂ければと思いますので、先生宜しくお願い致します。 
 
大林稔（龍谷大学／モザンビーク開発を考える市民の会）：	

	 ご紹介頂きました、龍谷大学の他、「モザンビーク開発を考える市民の会」に参加しており

まして、今日はその会の立場でお話をさせて頂きたいと思います。まず私たちの会について

ですけれども、よく勘違いされるのは、僕らは何かを陳情したりとか何かを考えて要求した

りという団体ではありません。現地の農民を応援するために作られたもので、元々はプロサ

バンナ事業に暮らしを脅かされていたモザンビークの農民たちから要請を受けて、彼らを応

援して欲しいということで、日本の有志が作った団体が、先ほどの「市民の会」でございま

す。そして農民からの要求を日本の公的な海外援助にかかわる人たちにお伝えして、その答

えを農民に返すと言うのが私たちの主な役割です。ですから主催の議員の先生方がこういう

勉強会を組織され、そこに呼んで発言の機会をくださったことに大変感謝しております。あ

りがとうございます。また多数の皆さんに来て頂いてですね、私もあがり症なもんなんで、

とても緊張しておりますけれども、ありがとうと、言いたいと思います。 
	 次に、今回の会議について、僕たちが議論して欲しいという会議についての期待について

ご説明をしたいと思います。まずその前にちょっとビデオをひとつ観て頂きたいと思います3。 
	 ありがとうございました。これ TBSで報道されたものなんですけれども、実はこのビデオ、
たった 2分間なんですけれども、大変広く関心を得まして、TBSでニュースをアップしたサ
イトがあるんですけれども、そこで一時期再生回数が 1位になりまして、しばらくの間ナン
バーワンに留まっておりました。その後です。このビデオをお見せしたのは、その後のこと

を議論したいからですけれども、今日議論して頂きたい記事が、国際協力機構 JICAのホー
ムページにアップされました。 
	 ご承知のとおり JICAというのは日本の ODA、公的援助の主な部分を扱っている公的な組
織です。これですね4。この文書は、JICAの、今日も配布されていますね。私たちはこれを
読んで大変驚きました。というのは、何よりこれは批判された人物、先ほど映っていた人物

ですけれども、この人を危険に晒す内容だったんです。彼の個人名が出ているし、彼とその

主張を批判するという内容になっております。 
	 実は先日モザンビークで市民社会のリーダーが一人暗殺されました。事件は被害者が選挙

                                                   
2 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/200/meisai/m200097.htm 
3 https://www.youtube.com/watch?v=OBiNqQW1h3U 
4 https://www.jica.go.jp/information/opinion/20190920_01.html 
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の不正を調べている時に起きて、犯人は現職の警官でした。ちなみに被害者はプロサバンナ

事業への反対声明に署名した一人でもありました。この農民が、先ほどの方がやってきた時

に、彼はその日本に来るってこと自体がかなり危険な行為だということを自覚して、ある意

味で覚悟してやっています。毎回彼はそうして、ある程度の覚悟を持って、日本にやって来

ています。実際にこれまで訪日した農民を含めて農民運動のリーダーたちは、様々な形でモ

ザンビークの政府や関連する企業から脅迫を受けております。 
	 そしてこのホームページの掲載文というのは、かなり、そういう危険な行為をする人たち

に非常に危ないシグナルを送っているものなんですね。というのは、事業の援助機関がこの

人を名指しで批判しているということ。これは現地のそういうことを画策する人達がいたと

すればですね、非常に危険なシグナルとして受け取られても仕方がない。 
	 ちなみに日本国内でも公共事業に住民が反対したり異を唱えたりすることはたくさんあり

ます。しかし、この様に一個人を特定して、事業主体の省庁とか自治体が、この人が言って

いることは嘘だとかいう様なことをメディアで、公にするってことはまずない。私の知る限

りではないと思います。 
	 そのため、日本の NGO、私たち含めて多くの NGOが、連名で、この声明というか掲載記
事の削除と謝罪を JICAに求めてきました。しかし、掲載が始まって以降 3ヶ月経つわけで
すが、未だにこの文章はホームページに掲載され続けております。私たちは今日の議論を通

じて、この声明、その掲載された記事のですね、危険性と削除の必要性が広く共有されて、

JICAが必要な行動を取る決断をする、ということを期待しています。 
	 さらにもう一つ大事なことは、この声明そのものの内容についてです。なぜかというと、

この文章に、農民たちが「プロサバンナにノーだ」と言っている本当の理由は全く触れられ

ていません。反論するというのであればですね、まさにその点について反論すべきだと思う

んですが、それについては書いていません。農民たちがなぜここまで JICAあるいは日本の
国際協力に対して不信感を持ったかという理由が、今日の議論を通じて皆さんに共有されて、

JICAが正しい対策を取ることを期待しております。 
	 （JICAの）声明は、農民の主張に対してたくさん批判点を挙げていますけども、実はその
多くの点は、事実に明らかに反しています。さらにその他の部分も含めて、農民たちが JICA
や外務省に何度も要請し、我々が経由して伝えたことについて、ホームページの文章は一切

触れていないです。私たちはその文章全体がですね、こうした重大な事実から目を逸らすた

めに書かれたのではないかと疑っています。 
	 それは何かというとですね。一つ目は JICAが自ら農民や市民社会の分断工作に手を染め
たということですね。これは日本の名において行われた行為として恥ずべきことだと思いま

す。これについて JICAは未だに説明責任を果たしていません。これは現地の農民から何度
も要請があって、私たちはその説明を求めてきたんですが、現在もそれについて説明責任を

果たしたとは言えない状況にあります。 
	 もう一つは、JICAが、モザンビーク、現地の裁判所の判決を無視しているということです。
これも書いてありません。現地の裁判所は農業省、つまりプロサバンナを所管する農業省が

国民の人権を侵害しているという判定をしました。具体的には農民、市民が知る権利がある

情報を農業省は秘匿していると、隠したまま事業を行っているというふうに判定したわけで

すね。そして農業省内の担当の部署には「プロサバンナ調整室」というのがあるんですが、

これは元々JICAが JICA内に設立した組織で、現在は農業省の中にありますが、JICAがお
金を出し、JICAがコンサルタントを送り込んでいる組織です。そういう意味では非常に JICA
の色が濃い組織ですね。そういう意味では、判決は、ある意味で農業省、特に JICAが深く
かかわっている「プロサバンナ調整室」に対して向けられてものです。 
	 その判決が出た後、判決では情報を開示しなさいという判決が出たのですが、農業省は現

在もこの判決に従っていません。そういう意味では知る権利という人権侵害を犯し続けてい

るわけです。これに対して日本の援助機関である JICAは沈黙を続けております。農業省に
対して必要な要請も行っていないし、JICA自身もそういう情報開示に対する責任を取ってい
るとは言えない。 
	 というわけで、住民分断と法の支配の無視、この二点。この二つの点にかかわる JICAの
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姿勢そのものが農民たちへの JICAへの信頼を打ち壊している。ひいては日本に対する信頼
を打ち壊しています。これが、彼らが無理をして代表を遠い日本まで送り込む、そのため苦

労して来た大きな理由であります。そして農民代表が日本のテレビでプロサバンナを批判し

た背景には、こうした二つの大きな事実が深く関わっていると思います。 
	 JICAはこの二つの点について真剣に反省して、農民たちが納得できる行動を取る。このこ
とが、農民の信頼を回復する第一歩だと思います。これなくしては、JICAとの対話という話
も成り立たない、と思います。自らの想像で作り上げた批判に反論するのではなく、本当に

応えるべき点に真摯に応えるということがまずなされるべきことであると思います。今日は

この二点についても、JICAが国民に負託された原則に立ち戻って、国民に期待された援助機
関として真剣に議論することを期待しております。以上です。 
 
石橋議員：	

	 はい、大林先生ありがとうございました。それではですね、最初に、今ご指摘を頂いたこ

の JICAのホームページの件について、ちょっと絞って、JICAの方からご説明頂ければと思
いますが、あと他に論点も頂いています。 
	 冒頭私も挨拶の中で質問主意書にも触れさせていただきまして、今ご指摘のあった、現地

の裁判の判決の件は、そこでもお聞きしているんですが、残念ながらちゃんとした回答を頂

けてないので、後ほど改めてやり取りさせて頂こうと思っております。できるだけ深く論点

についての意見交換に後ほど時間を使いたいので。最初にこのホームページに関する件、こ

れは井上議員からも私からも重ねて、早急に削除するようにということで要請かけましたけ

れども、未だに削除されておりません。そのことも含めて、JICAから、まずはこの点につい
てご説明を頂きたいと思います。ちょっと論点多岐に渡りますので、まずこの点に絞って、5
分、10分以内でやってください。それでやり取りを準備させて頂きたいと思いますので、ま
ずは、じゃあ牧野部長宜しくお願いします。 
 
JICA 牧野耕司（農村開発部）：	

	 JICA農村開発部長の牧野と申します。宜しくお願いします。アフリカにもう 35年ほど付
き合っておりますけれども、非常にアフリカを愛しています。第一点目について、コスタさ

んの個人攻撃をしているのではないかと、人権の問題だという点に関しましては、決して

JICAとしては個人を攻撃しているというわけではなくて、コスタさんが仰った内容について
意見を述べたということだけでございます。むしろコスタさん自身については、非常に我々

敬意を持っておりまして、私個人も経緯を持っておりまして、三回、四回来日してご意見を

述べていると、これはすごいことだと。ですので、決して個人に対する誹謗、批判ではなく

て、意見に対する我々の考え方を述べたということだけでございます。二点目には、コスタ

さんが来日の前後、来る前にはコスタさんがどの様な主旨で来日するかということが既に公

表されていた、というふうに理解していますし、来日された後にはこのような形で報道もさ

れて、名前、そして顔自体が出ていたということですので、すでに公表済のものだというふ

うに伺っております。三点目には、この、特に院内集会、それからあとこの様な報道などに

たくさんの、コスタさんが仰ったことをはじめとした意見、あるいは質問が JICAに寄せら
れまして、それに対して、我々としての意見述べると言うことが必要であるというふうに考

えまして、この様な形でウェブサイトに掲載したという経緯がございます。 
 
石橋議員：	

	 簡潔にありがとうございます。あの、もし意見あったら、ぜひ出席の皆さんからも頂けれ

ばと思います。これ最初の段階でね、現地からいろいろやはりご批判やら、ご意見やらを農

民グループの皆さんから出されている。それに対して、JICAなり外務省なり真摯に回答頂き
たい、説明を頂きたい、と要請してきた。それに対応してくれているのは評価します。ただ

我々も止めてくれと言っているのは、こういう形。先ほど大林先生も仰られたように、これ

は彼個人の意見じゃないですね。現地でこの問題に対して反対の声を上げておられる多くの

皆さんの意見を過小評価されたいようですが、少なくとも、多くの農民団体の皆さん、相当
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数の加盟人員を持っておられる、いろいろな小農グループの皆さん、市民グループの皆さん

が声を上げておられる。それは皆さん全員呼んでくれるなら全員呼んでもいいけど、全員呼

べない。だから代表して来ておられる立場で、彼らの代弁者として、こういう意見、こうい

う疑問点、こういう問題点ということを挙げられている。 
	 にもかかわらず、皆さんが、個人攻撃として、個人名を特定して、こうやって JICAが出
されるのは、これは違うでしょう。あくまで、そういったご意見を現地から頂いているとい

うことについて、真摯に説明を頂くならぜひそうしてくださいよ。このようなやり方がダメ

だと、我々は言ったはずです。ですから部長もしそう言うのであれば、これ明らかに一旦削

除をして、こういう形で JICAが個人名を特定して、あたかも当事者の一個人が云々という
形での表現ぶりでの説明は即刻撤回して下さい。重ねて、本人を本当に危険に貶めています。

危険に晒しています。それはわかるはずです。 
	 JICAの皆さん、本当に牧野さん、アフリカで 30数年間ご経験をされているのであれば、
どれだけ、政府の事業に対して、一般市民が声を上げることが、命を懸けた危険な行為なの

かということは、一番よくご存じのはずだ。そのご存知であるはずのあなたが、JICAが、こ
ういうことをしちゃいけない。だから我々はお願いしたはずです。反論あればどうぞ。 
 
JICA 牧野：	

	 現地では様々な意見があるんだと思います。反対意見も多いかもしれませんけれども。我々

の理解では、賛成する、プロサバンナについて、全部じゃないかもしれないけども、一部に

ついては賛成する、あるいはプロサバンナについてこの部分については反対するけれども、

この部分は賛成する方と、一人の人間でもいろんな考え方はあると承知しております。です

ので、この方が一人で全ての北部三州を代表しているということはなかなか言えないと思い

ますし、そうじゃないご意見もあると思います。ですので、この方が仰ったこの内容は我々

はこう思います、というように言及したということでございます。 
 
石橋議員：	

	 いや、答えてもらってない。だから、そういう反対意見なり、様々なご意見があり、それ

をああやって、危険を冒しても、代弁者としてここにきて、発言をされている。それはそう

いう意見だということを真摯に受け止めてください。それに対して説明責任を果たしてくだ

さい。でも、個人名を特定して JICAがある個人を攻撃する必要は全くありません。それは、
個人を危険に晒す行為だというのは、重ねて今お答え頂かなかったけど、それは牧野さんあ

なたが重々ご存じのはずだ。いやご存知じゃなかったら、とても専門家というふうには、ご

めんなさいね、失礼ながら呼びたくない。けれど、それはご存じのはずだ。だったら、JICA
がそんなことしちゃいけない。ということで申し上げている。 
 
JICA 牧野部長：	

	 私から初めにご説明申し上げましたけれども、そもそも来る前には、どのような方がいら

っしゃるということは公表されて、しかもテレビに顔も名前も出ているわけですよね。どう

してこれ以上危険なことがあるんでしょうか。 
 
石橋議員：	

	 重ねて JICAの皆さん、皆さんのポジションをご理解されてないね、全然。皆さんこの巨
額の国民の、日本国民の税金を使って、この事業を、この間ずっと、現地のそういった反対

の声も、どこまで聞いていただけているか知らないけれども、推し進めてきた立場です。皆

さんがどれだけ権威ある立場なのか、権力ある立場なのか、それはご存知のはずです。 
	 そういった権力のある側の皆さんが、個人名を特定して、こういって皆さんの公のホーム

ページに、こういったことを載せてはいけないのではないか、ということを申し上げている。

皆さんその立場をしっかりわきまえられた方がいいと思います。皆さんが何をされているの

かということをね。でなかったら皆さん重ねて、これだけの国民の貴重な税金を使って現地

の皆さんの裨益のためにやっておられるなんて、言って欲しくないなという気がしますけれ
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ど。 
 
JICA 牧野部長：	

	 私はそうは思いません。個人を誹謗しているという話ではなくて、意見に対する意見とい

うことですので、どうしてそれが攻撃になって、やがて本人の、身の危険になるというのか

よくわかりません。 
 
井上議員：	

	 事業者が、一般的ないろんな意見じゃなくて、個人名を挙げてやっているってことが、誹

謗中傷のつもりはないと仰っていますけれども、結果として、彼を危険に晒す、とご指摘も

ありました。そういうことになっている、と。ないしは、そういう可能性があると。そうい

う認識もお持ちでないということですか。 
 
JICA 牧野部長：	

	 仮説に対して答えるつもりはございませんが、具体的にはどのようなリスクが発生してい

るのかまず教えて頂ければと思います。 
 
石橋議員：	

	 ご出席の皆さんに発言頂くと、とめどなく出てくるのかもしれませんが。この七年間、残

念ながらどれだけ、現地で、先ほど分断という声も頂きましたけれども… 
 
JICA 牧野部長：一般論ではなくて、ですか。 
 
石橋議員：	

	 いや一般論じゃない。一般論で言われているわけでは決してありません。現地の皆さんは、

実際にそういう方々と、ずっと寄り添って、サポート、支援をしながら対応されてきた。だ

から発言されているわけです。全然一般論で言われているわけではありません。で、ちょっ

と発言お待ちになられている方おりますので、では舩田さんどうぞ。 
 
舩田クラーセンさやか（明治学院大学国際平和研究所）：	

	 この件は、詳しく渡辺さんの方から事実関係、ここにある七点の JICAのご見解、ご反論
ということについて、NGO側の渡辺さんの方から、具体的に指摘させて頂きますので、そち
らで、と思います。が、そもそも、農民運動、そして市民社会のリーダーとして発言したの

に（なぜ個人扱いか）、という批判も当然なんですが、実はこの七点挙げてらっしゃるうちの

四点までが当日誰も言っていない、そして報道すらされていないことを基に反論されている。

つまり、先ほど大林代表が仰ったように、虚偽の土台に基づいて、コスタさんだけを名指し

をして批判しているという点で、非常に深刻な問題があると思います。 
	 もう一つなんですけれど、牧野さん、算数というか。例えば、コスタさんは、ナンプーラ

州という事業最大の対象地域の三万人の農民の代表なんですね。選挙で選ばれた。一方で先

ほど、何度も何度も、賛成している農民もいる、いろんな意見があると仰っていた。ですが、

出されているのは、当時も、前回も、今回も 4800人ということで、別に数でどうってことを
言いたいんじゃないんですよ、でもまさに JICAが言ってらっしゃるのは、コスタさんをな
んと「反対する少数派」と書いてらっしゃるんですね。つまりこれを虚偽、半分以上が虚偽

の内容に基づいて、公的機関であるにもかかわらず書いてらっしゃる。さらに、コスタさん

は、皆さんが支援している 4800人の農民より遥かに多い数の、一州だけで、農民を代表され
ている方である。にもかかわらず「反対派」と称している。つまりその様に矮小化して嘘つ

き扱いして、さらに名指しで批判しているというのは、普通に考えてあり得ないと思うんで

すけれども。どうなんでしょう。 
 
石橋議員：ちょっとここだけ、今お答えください。ここでコメントだけ。 
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JICA 牧野部長：	

	 ご説明ありがとうございます。たしかに、そのコスタさんが代表している農民組織のメン

バーの数というのは非常に多いと承知しております。ただその、全員がプロサバンナを賛成

しているのか、あるいは一人も…。 
 
舩田クラーセン：	

	 すみませんそんなこと言ってなくて、なぜ「少数派」と書いたのですか。コスタさんのこ

とを名指しにして、「反対派は少数派だけれど」となぜここに書いたんですか。普通に算数し

たら「少数派」ではないですよね。 
 
JICA 浅井誠課長（農村開発部プロサバンナ担当）：	

	 農村開発部の浅井です。ここで「少数」と申したのは、私たちが聞き取っている範囲の中

で、JICAの事業の中では「少数」、反対の声が多くないというふうに…。 
 
舩田クラーセン：	

	 これ JICA今日配っていただいた（ホームページ掲載文）。聞いている声というのは 5500
人ですよね。で、支援先は 4800人。足したらいくらですか。 
 
JICA 浅井課長：一万弱。 
 
舩田クラーセン：	

	 一万弱ですよね。で、コスタさん、何度も言いますが、三万人の農民の代表ですね。 
 
JICA浅井課長： 
	 ですので、今までも申し上げましたけども、三万人の方にプロサバンナ事業を私たちが行

っていることが本当に受け入れないのかどうかというところは、ぜひ私たちも伺ってみたい

と思います。 
 
舩田クラーセン：	

	 いや、だから、コスタさんの小農運動、ナンプーラ州農民連合、三万人の選挙で選ばれた

代表、連合のポジションは「プロサバンナにノー」です。ご存知ですね。浅井さんもう三年

目なんだから。 
 
JICA 浅井課長：はい。皆さんがいつもそういう形で、ご紹介して…。 
 
舩田クラーセン：	

	 「皆さんが」じゃないです。コスタさんが来て、話しましたね。（浅井：はい）ここに座る

前に、政策協議で話しましたね。（浅井：ええ）しかもコスタさんだけじゃなくて「プロサバ

ンナにノーキャンペーン」という、いろんな団体が入ったところの代表者も来て、JICAと個
別に協議しましたね。（浅井：はい）その時に「ノー」って皆言いましたね。（浅井：ええ）

だから、おかしいですね。まぁこれ以上やってもしょうがないと思うので渡辺さんの説明入

っていただいた方がよろしいと思います。 
 
JICA 浅井課長：	

	 もう一言よろしいですか。全国の農民団体とでも言いましょうか、UNACというのは。
UNACとこれから呼ばせて頂きますけれども、私たちが意見交換をさせていただいた中には、
その UNACに所属する農家さんもいらっしゃる。その方からは必ずしもノーと理解すべき様
な発言は頂いていないということもあり、そこは私たちが実際に見聞きしたこととして、三

万人が全て反対ですというところについては、私たちは違う声も聞いていますということを

申し上げております。 
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舩田クラーセン：	

	 すみません、一個だけ。それは事実と違う。それが分断と言うんですよ。なぜ JICAがそ
の人たちにアクセスできたかというとお金をばら撒いたからですね。これ後で渡辺さんが説

明されます。UNACとして、プロサバンナ対象三州のあの小さな団体のトップを集めて、先
週会議をされたのをご存知ですか。ナンプーラ州で会議がありました。 
 
JICA 浅井課長：存じ上げておりません。 
 
舩田クラーセン：	

	 UNACとして会議をしまして、プロサバンナに対する、小さな団体も含めて意見を聴取し
ました。そして統一の見解を作りました。声明としてはまだ出てきていませんが、我々のポ

ジションは 2012年の声明から変わっていない、そして 2013年の公開書簡から変わっていな
い。それはつまり「プロサバンナにノー」であり、「緊急停止を求める」、ということですか

ら、ちょっと認識改めて頂ければと思います。あの、本当に、内容に入っていきたいと思い

ます。 
 
JICA 浅井課長：	

	 あと一点、「反対派」と呼ぶことについて、というご指摘があったので、それについて簡単

に回答申し上げたいと思うんですけれども、現地でのキャンペーン、”No to Prosavana”であ
ったりと舩田さんの方からご紹介ありましたが、そういうところで、”No to”というところで
「反対」という言葉を使わせて頂いています。 
 
舩田クラーセン：	

	 「反対派」の話じゃなくて「少数派」と言ったことについてどうですかだったのですが、

もういいです。 
 
JICA 浅井課長：	

	 二点頂きました。そこのところは、最初に少数という話と、反対と言う言葉二点ご質問頂

いたというふうに理解しております。 
 
石橋議員：	

	 ちょっと浅井さん、こんがらがっている。わざとこんがらがせてるかもしれないけど。今、

渡辺さんに論点整理をしてお話を頂きますが、これ聞いていただいている皆さんもね、今の

浅井さんの考え方は由々しき発言です。 
	 例えば、実は僕は元々日本の労働組合の出身です。今日市民団体の皆さん多くいらっしゃ

っていると思います。僕の組織は、例えば 15万人の組織です。15万人の組織は当然ですが、
皆でしっかり議論をして、そして方針建てます。その方針を、組織のトップが、「組織の方針」

としてしっかりと発言をします。それが組織です。皆さん、15万人の意見聞いてないからそ
んなこと知らないや、と仰ってるのと同じ。それは由々しき発言です。JICAとして。 
	 これだけの農民団体が、僕らもずっとお会いしてる、UNACはじめ、多くの市民グループ
が反対の声を上げている。組織として反対されている。組織としてこの間一生懸命声を上げ

ておられる。代表者の皆さんは命を懸けて発言をされている。それを、いや全員の声聞いて

ないもんって仰っている。それは違うよ。そんなこと言ったら成り立たないよ。 
	 浅井さん、我々の労働運動、労使関係否定するの。市民運動否定されるの。そんな発言し

ちゃダメでしょう。もしそれに寄って立ってるなら、まずもって JICAの姿勢そのものがお
かしい。そのことは申し上げておきたい。えっとすみません時間ないので。 
 
JICA 牧野部長：決して浅井はそういうことを言っているわけではございません。 
 
石橋議員：多くの皆さんそう聞こえたと思うよ。 
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JICA 牧野部長：UNACの組織としての考え方もある、ということは承っております。 
 
石橋議員：いや承ってない。 
 
JICA 牧野部長：	

	 いろんな意見がある。その中でも非常に大きな組織の一つの考えとして、そういったもの

を持っているというふうな理解を申し上げただけでございます。 
 
石橋議員：	

	 聞いていただいている皆さんが判断して頂けると思うので。ただ、先ほど重ねて、JICAは
そんなこと言っちゃダメだ。絶対に。成り立たないよ、そんなこと言ったら。それでは、い

くつか、これそもそも虚偽、そもそも違うということもあるということなので、渡辺さんの

方から説明頂いて、その後改めて。 
 
渡辺直子（日本国際ボランティアセンター）：	

	 日本国際ボランティアセンターの渡辺です。今日は議員の皆さま、この様な場を設けて下

さり本当にありがとうございます。そして一般の参加者の皆さまも、本当にお忙しい中あり

がとうございます。また、外務省・JICAの皆さんも、本当に年末のお忙しいところお時間割
いて下さって本当にありがとうございます。 
	 私の方からは、特にこの声明、JICAが出された見解ですね。これに対する反論とかという
ことではなく、自ずと反論になってしまうかもしれないんですけれども、今日たぶんここに

初めて参加された方もいらっしゃるのではないかと、あるいは、前に参加していたとしても、

この件をずっと、我々よりも毎日何かこの件にかかわっているわけではないので、たぶん今

このやり取り見ても、何が問題なのか多分わからないこともいろいろあると思うんですね。

というわけで、この間どういう経緯で何があったのかということを、私の方から少しご報告

をさせて頂きます。 
	 皆さんお手元に JICAからの資料があるんですけれども、先ほどの報道に対して、牧野さ
んからのご説明は特にこの点には触れられてなかったんですけれども、ひとつひとつ私の話

を聞きながら、少しタイトルだけでもご確認頂ければなと。七つの論点をご提示されておら

れます。これが一体本当はどういうことなのかということで、ご説明をさせていただきます。 
	 先ほど、この件が何なのかということを実は私たち結構当然のように ODAという言葉を
使うんですけれども、実はあまり浸透していないんだなということが、この間自分が大学で

お話させてもらったりだとか、いろんな市民の方と話す中でよくわかりましたので、最初に

おさらいなんですけれども。ODAというのは Official Development Assistanceといって、
我々の税金を使って「国から国へ」支援をする枠組みです。私たちのような NGOは「人か
ら人へ」ということで、ODAを使って事業をすることもあるんですけれども、ODAの特徴
というのは国と国のやり取りということがメインになるということがあります。契約ですね。

ただこの際に、やはり援助というのは人々のためのものなので、人々の声を聞かないといけ

ないと言うのは当然の前提としてあります。 
	 プロサバンナは、じゃあ一体何なのかということなんですけれども、こちらですね。モザ

ンビークという国、アフリカ大陸の南の方にある、あの地図の赤いところにある国なんです

けれど、それの北部の三州、ニアサ州、ナンプーラ州、ザンベジア州の 21郡の 1100万ヘク
タール、これどれくらいかというと日本の全耕作面積の 2倍以上、を対象として農業開発を
しましょうねということで始められました。今もそのようにいわれています。JICAさんの資
料などによると、約 400万人の農業従事者に直接的・間接的裨益すると言われています。 
	 どのように、そもそも始まったのかということですね。これ 2009年 7月のラクイアサミ
ット、G8の時のラクイアサミットの時の日・ブラジル首脳会談で、時の総理の麻生首相とブ
ラジル、ルーラ大統領が話した時の概要です。プロサバンナの生みの親というのは、日本と

ブラジルです。モザンビークではありません。ここで、「日・伯両国は、セラード農業開発と

いう世界に誇れる協力の実績を有しているところ、この協力で培った知見を活かし、アフリ
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カでの三角協力を進めることで一致した」と。この資料（JICAホームページ掲載資料）5番
に、「プロサバンナ事業はブラジルのセラード開発をモザンビークで再現するもので、モザン

ビークの実態に即していないために様々な問題を引き起こしているとの指摘」について、こ

れは違いますよということが書いてあるんですけれども、（プロサバンナの）起源はそういっ

たところから始まっています。これも 2009年の 9月に、「モザンビーク熱帯サバンナにおけ
る農業開発三角協力に関する会議」、議事録があるんですけれども、ここでも日本、ブラジル

のパートナーシップに基づいて、このモザンビークでの事業が行われますよ、と。なので、

発端は日本とブラジルのパートナーシップの枠組みにおいて始まっています。 
	 （これは）その際の「事業の前提と構想」です。当時の「前提と構想」なんですけれども、

これはモザンビークの小農が「低投入で低生産の農民だ」と。土地が有効活用されていない

ので、スケールの大きな農業開発を行って、海外にそのための農業分野への投資を呼びかけ

ましょう、ということ。（JICA掲載文で）「セラードの再現ではない」ということが言われて
いるんですけれども、JICAのサイトに、このような、当時 JICAが 1970年代にブラジルで
行ったサバンナを一大穀倉地帯に変えたセラード開発のようにモザンビーク変えますよ、と

いうことがホームページに載っていました。今は削除されています。 
	 その中で先ほど投資を、という話があったんですけれども、構想としてもう一個大きな点。

ブラジルのセラードの経験を活かす、そのために必要なものとして言われていたのが投資で

す。これは「ナカラ回廊農業投資促進に向けた日本、ブラジル、モザンビーク官民合同ミッ

ション」、当時のアフリカ部部長の乾（英二）さんのプレゼンなんですけれども、そこでやっ

ぱり日本、ブラジル、特にセラード開発の経験、技術が活かされる、と。その中で、ポテン

シャルのある農作物としてはノン GMの食品大豆、搾油用大豆ということで、大豆に焦点が
当てられています。この辺りの経緯につきましては、今日 NGOの側からお手元にお配りし
ました資料の 2-2から 2-5に掲載をされております。今、詳しく見ている時間はないんです
けれども、後ほどぜひご覧頂ければと思います。 
	 あとは資料の 10ですね。日本とブラジルの間の公電のものがあって、ここでも日本とブラ
ジルの関係、セラードのことが強調されています。（プロサバンナは）この様な起源で始まっ

て、当初、中でも大豆を生産しましょうということで、今はそういったことが否定されてい

るわけなんですけれども、2013年 4月 2日、私が参加した JICA主催の投資セミナーなんで
すけれども、ここで日本の企業が、日本人はこんなに大豆を食べますと。なので、プロサバ

ンナというのは日本の消費者のためにノン GMの大豆を持続的に得る必要があるので行いま
す。なので、モザンビークで大豆を生産して下さい、投資を呼び込んで。そしたら、我々商

社が買いますよということで、宣伝がなされていました。これもお手元の資料 1で配ってい
るんですけれども、当時の JICAワールドの 2010年 5月号で、「途上国の農業開発なしに維
持できない日本人の食生活」ということで、ブラジル・セラード開発の経験をモザンビーク

へということ、また、日本と世界の食の安全保障のためにモザンビークで大豆を生産して輸

出するということが謳われています。 
	 これをよく表す図というのが、これモザンビークの北部三州の「ナカラ回廊」と呼ばれて

いるものなんですけれども、このナカラ回廊開発というものが JICAによって行われており
まして、こういった全体像の中に農業というものが位置付けられています。これ何かという

と、沿岸部で天然ガス開発、内陸部で、これ JBICが関わっているんですけれども、石炭開
発があって、港湾開発と鉄道整備だったり道路の整備だったりインフラ整備をして、採った

ものを外に出していきましょう、輸出していきましょう、と。そういったものを官民連携で

行いましょうねというのが、（プロサバンナ）事業の始まりです。こういう中で農民たちは反

対の声を上げるようになったということがあります。 
	 先ほど、土地が奪われる可能性があるということをコスタさんは 2013年当時も、ビデオで
言っていたんですけれども、実際にこの頃モザンビークの現場で何が起きていたというと、

モザンビークの北部では、2011年頃から大豆栽培をするアグリビジネスによる土地収奪が頻
発していました。この土地は、かつて彼らが耕していた畑があり、森があり、小川があり、

お墓があり、家があり、というところだったんですけれども、そういったアグリビジネス、

海外から来たアグリビジネスによって取られていった。それを本来は自国の政府がこの農民
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たちの権利を守るべきなんですけれども、むしろその会社の筆頭株主が大統領だったりとか、

そういった形で、現地のガバナンスが悪化していく中で起きている。そういったことと表裏

一体で行われています。こういった現実が、モザンビークの小農を当時取り巻いていた。こ

ういうことから事業に反対の声を上げました。先ほど見て頂いたような構想でやれば、絶対

に自分たちの土地が奪われるに違いない、と。 
	 しかも、情報がやはり出てこない、ということを、当時も彼らは言っていました。そうい

った反対の声を上げる一方で、自分たちの実践というのが既にあるんだ、そこに基づいた発

展というのを自分たちはやっていきたいだけなんだ、一旦停止してくれないか、と当時、モ

ザンビークの農民たちは言っていました。 
	 この結果何が起きたか。実施主体側、日本、ブラジル、モザンビークの政府、JICAも含む、
実施主体側は、止めはしなかったんですね。止めてください、一から考え直してほしい、ゼ

ロからスタートして欲しいということを言ったわけなんですけれども、その声には応じない。

代わりに、確かに、口頭では、説明では、いやいや、プロサバンナっていうのは「小農支援

なんですよ」、と。あるいは、「投資を促進するものではないんですよ」、と。なので、「対話

が重要なんです。だから小農と対話をしながら進めるんです」ということを、ずーっと言っ

てこられました。じゃあその結果何が起きていたか、どんなことが現場で起きていたのかと

いうことで、少しご覧いただきます。 
	 プロサバンナというのは、実は三本のプロジェクトから成り立っています。プロサバンナ・

プログラム／事業というものは、一つはプロサバンナ PIといわれる、一番上にある大豆やト
ウモロコシなどの改良品種、種子の改良品種の研究などをするような技術移転能力向上プロ

ジェクト。もう一つが、一番下にあるプロサバンナ PEMといわれる、そのコミュニティレ
ベルの開発モデルを策定する。これは、JICAさんがいつも得意にされている小さい規模での
事業をやって、モデルを作ってそれを広げていく、そういったものだと思うんですけれども、

こういったものが行われている。もう一つが、そういった大規模農業開発を長期的に、モザ

ンビークを発展させていくにあたって長期的な農業開発計画を策定しますよ、と。それがプ

ロサバンナ PDといわれるものです。 
	 これご覧のとおり、本当は 2013年に策定が終わる予定だったのが、未だ終わっておりませ
ん。農民たちが反対の声を上げて、結局今見て頂いたようなやり取りですね、言うことが全

くすれ違いで農民たちの声が全く届いていない、そういう状況が起きている中で、全く対話

も成り立たないような状況というのが作られてきたために、そのまま進められず、まだでき

てきません。その結果、多額の税金が投じられているということがあります。これ当時から

見て頂くとわかるんですけれど、民間投資入れましょうねということが、やっていないよと

言いつつすでに行われている。ということが、わかるかなと思います。 
	 じゃあ対話が大事なんだ。そのための支援なんだ、と言って何が行われていたのか。現地

で、やはり、自分たちの周りで知らないうちに大企業が入ってきて、大豆栽培企業が入って

きて土地を取っていると思うのと同じように、プロサバンナについて対話をしたい、情報を

くれということを言っているうちに、なにか自分たちの周りに変なことが起きるんですね、

農民たちに。 
	 なので、私たちも日本の市民の責任として情報をきちっと JICA、外務省に求めるというこ
とをやってきました。ですけれども、その結果出てくるのが、こういう皆さんも知っている

「のり弁」といわれる、これ真っ黒の結果が出てくるんですね。なので、我々からすると、

事業の特徴の一つ目として、情報隠蔽、不透明であるということが一つ、言えるかなと思い

ます。こういう風に情報が隠されている中で、じゃあさっき言った対話のために何が行われ

てきたのか。一言でいうと、「JICAによる小農の抵抗を削ぐための戦略と活動」というふう
に言えると思います。これはモザンビークの市民社会からは、介入と分断、先ほど舩田さん

から「それこそが分断だ」と仰っていたんですけれども、そういったことが実際に行われて

いて、そういった声が上がっています。 
	 今日は三点について皆さんにご報告をさせていただきます。一つ目が「コミュニケーショ

ン戦略」と言われるもの、もう一つがモザンビーク市民社会内部の調査、そしてその結果生

み出された「市民社会対話メカニズム」というのがどういうものなのかということ。これら
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は全て JICAがお金を出して、私たちの税金が投じられて行われているものです。 
	 一つ目、コミュニケーション戦略、プロサバンナとは介入分断であるという点。コミュニ

ケーション戦略というのは、ここには 2013年 8月 1日の契約のことが書いてあるんですけ
れど、実際は 2012年の 10月に農民たちが反対の声を上げ、11月から私たち日本の市民社会
が動き出した、その一か月後の 2012年 12月からこの計画始まっております。これ何だった
のか。対話が大事、小農のためだよね、と言いながら実際何が行われていたのかというと、

JICAがお金を出して、現地のコンサルタントを雇って、「コミュニケーション戦略書」とい
うものを作りました。 
	 コミュニケーション戦略とは何なのかというと、その報告書に書かれていることです。戦

略、どういった戦略かというと、「プロサバンナがコミュニティとの直接のコンタクトをする

ことによって、コミュニティ、あるいは農民を代表するこれらの組織の価値、信用を低める

ことができる」と書かれています。先ほど見て頂いたようなやり取りも、まさにそのような

のかなと思います。「市民社会組織のモザンビークのメディアに対する影響力については、プ

ロサバンナがメディアと継続的にコミュニケーションを持つことで特にモザンビーク組織の

実行力を減らしていく」といったことも、JICAがお金を出した現地のコンサルタントが作っ
たものに書かれています。他には、「モザンビーク市民社会諸組織の重要性を奪うことによっ

て、モザンビークで活動する外国 NGO、我々のことですね、の力を削ぐことができる」、あ
るいは「ブラジルのセラードとナカラ回廊の結びつきを遠ざけることにより、これらの国際

NGOが使用してきた主要な論点のいくつかに関して信用を低下させることができる」と書か
れています。先ほど、「セラードを再現するものではない」と（JICAが）説明しているもの
にありましたね。こういったコミュニケーション戦略に則って行われています。そして、書

かれている通りのことが起きている。さらに、「それでもその影響力が継続されるならば、間

接的に、外国の諸組織、我々の役割について問題化する、あるいは批判する」、それは「メデ

ィアを通じて行う」、ということが書かれています。 
	 実際に、現地のメディアで JICAがコンサルタントとして契約した、2200万円をそこに払
っているんですけれども、地元団体が地元紙の取材に、反対する市民社会関係者を批判して、

プロサバンナを推進する、賛成なんだという発言を展開するような記事も何度か出ています。

これが一個目ですね。 
	 もう一つは先ほどの二番目と三番目。「市民社会関与プロジェクト」というものも行われま

した。これも JICAが現地のコンサルタントを雇って行ったことです。2015年 10月当時で
すね。現地の側から、小農団体、あるいは NGOから、JICAに雇われたというコンサルタン
トが私たちの団体を一軒一軒回って一人ずつ指名で訪問してきて、プロサバンナについて意

見を聞いてくる、と。ものすごく変なことが起きている、と。なので、調べてくれないかと

言われて、私たちは、JICA・外務省と、その時、意見交換の場を持っていたので、聞いてみ
たんですね。でも、結局何も教えてもらえなかった。「今は言えない」と言われたんですよ。 
	 その結果何が起きていたか。これも開示請求などによって出てきたことなんですけれども、

これ JICAのコンサルタントへの業務指示書です。何が書かれているかというと、モザンビ
ーク市民団体・個人のプロサバンナへの立場の調査を指示。対立関係の主な要因を把握して、

プロサバンナに関する会話に意欲を示しているステークホルダーを見つけ、協議に招待、と。

これは結果的に、プロサバンナに反対の声を上げているステークホルダーが排除されていく

プロセスでもありました。 
	 どういうことかというと、これは実際にコンサルの中間報告から取ってきたものです。こ

のように色が実際に付いているんですけれども、何をやったかというと、一つ一つの団体を

回って、色分けをするんですね。何によって色分けをするかというと、プロサバンナに対す

る姿勢です。「赤」は”No to Prosavana”、「紫」が条件によっては対話に応じるだろう。「黄
色」がそんなに利害関係ない。「グリーン」が”Supportive Prosavana”、プロサバンナについ
て前向きだよという団体なんです。結果として、この先ほどの業務指示に従って、赤いとこ

ろを排除して、緑の団体と、「市民社会と対話をして進めていますよ」と言うための「市民社

会対話メカニズム」というものが作られました。 
	 これ本当に簡単な概要図なんですけれども、どういうふうに行われたかというと、例えば
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ナンプーラ州農民連合というのはコスタさん、先ほどのコスタさんが所属している農民連合

です。ニアサ州にも、ザンベジア州にもあって、それぞれの州に NGOや農民組織などのネ
ットワーク組織があるんですけども、そこ（各州ネットワーク）のグリーンの団体を取り込

んで、「市民社会対話メカニズム」というのを作って、市民と、あるいは NGOと対話をしな
がら進めています、と。その結果、この図見てわかるように、赤だった団体は削除され、排

除されている。ここに丸がついているのは UPCナンプーラ、コスタさんのナンプーラ州農民
連合ですが、ここに赤がつけられているというのがわかります。この結果こんなふうに分断

され介入が行われたということがあります。分断じゃないと JICAは当時説明されていたん
ですけれども、この中間報告に書いてあるのが、これら「ノー」と言っている団体というの

はインタビューした 32組織の中の 4団体に過ぎないので、交渉という意味では基本的に考慮
に入れなくて良いということを書かれているんですね。排除しましょうということが。こう

いったことがあります。 
	 こういったことの結果、現地の農民たち、あるいは住民たちが JICAの環境社会配慮ガイ
ドラインに則って異議申し立てをしました。異議申し立ての結果、「ガイドライン違反なし」

という結果は出たものの、その（審査の）中でも、後で触れられると思うんですけども、JICA
に課題がなかったわけではないと言われています。それが出ましたが、やはりこれはおかし

いんじゃないかと、こんな分断と介入が行われて。そこで、毎年小農や NGOが来日して、
直接 JICAの皆さんに止めてほしいということを伝えてるんです。でも止まらなかった。 
	 そういう中で、ついに現地の弁護士会というのが、これはおかしいんじゃないかというこ

とで、プロサバンナ事業そのものを、農業省をですね、裁判に訴えました。これが先ほど大

林さんが言っていた判決です。これ資料の 5に判決文の要約が載っているので、後でご覧く
ださい。そこで認められた判決のポイントが、全裁判官が一致してこの訴えを認めて、先ほ

ど大林さんも言っていたように、知る権利からなる基本的人権の侵害と認められた。ついて

は 10日以内に資料の全面開示をしてくださいね、と。事業にまつわる。 
	 プロサバンナ事業が要は違法として認められた。これに対して JICAに対応を求めたとこ
ろ、基本的にはモザンビークの問題だ、と。これはモザンビーク政府内部の話なので、私ど

もは確認しておりません、という発言が我々のもとに届けられております。しかもその判決

が出るまで裁判のことすら知らなかった、と言われていました。でもこれ本当なのかという

ことで、我々なんかちょっと違うんじゃないかということで、これも開示した資料を調べま

した。わかったのが、資料の先ほどの 5にあるんですけれども、裁判というのは農業省の中
の「プロサバンナ調整室」というところが対象になって行われています。「プロサバンナ調整

室」って何かというと、元々JICAが作ったものです。モザンビークの農業省の中に。元々JICA
事務所にあった、当時の。そこにモザンビーク人の 3人がいる「プロサバンナ調整室」とい
うところがあるんですけれども、ここに JICAが雇ったコンサルタント、スタッフが一人派
遣されています。その人の業務というのは JICAからの指示で業務をして、JICAへの報告を
することが、業務委託書に、その人の契約書に書かれています。そのスタッフの業務指示書

のどこにも、モザンビークの農業省とか他のスタッフの指示に従うと書いてないんですね。

なので、この人の役割というのは、あくまでも JICAが雇って、JICAが派遣をし、JICAの
ために働く人です。その人が働いている「プロサバンナ調整室」というところが訴えられて、

違法の判決が出た。しかも情報が開示されていないという。 
	 そういった結果が出たんですけれども、その報告義務があるにもかかわらず、裁判が起こ

されたことすら知らない、モザンビーク内の問題だ、と。でも、この「プロサバンナ調整室」、

実は 2014年から 2018年に約 1億 3000万の資金が投じられています。だいたい毎年 2000
万円単位ですね。本当にこれモザンビーク国内の問題なのか。そういったことが、ここから

見えてくると思います。これが業務指示書なんですけれども、ここには JICAのプロサバン
ナ調整官による次の活動を支援とか、JICAへの定例報告というのが書かれている。なので、
先ほどの判決には、やはり日本が応える義務があるんですね。そういう中で、こういったこ

とがあります。 
	 そのことについて、コスタさんがここに来日した時、ずっと言っていた。今の分断の話も

していた。でもそれに対しての答えはこの中（JICA掲載文）には一切ないんです。自分たち
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が述べたい見解だけがここのところに載せられている。本当にコスタさんの声に応えるので

あれば、そのことについて触れて、述べたらいいのに、そのことについては何ら触れられて

いない。これをやっぱりどう考えたらいいのか、というのが一つあります。 
	 最後ですね。農業のプログラム、先ほど大規模農業開発ということを言わなくなって、小

農支援だということを言い続けて、言うようになったということを申し上げました。また、

この中（JICA掲載文）にも、「土地収奪を招いているのではないかという指摘について」と
いうのがあるんですけれども、これが PEMというモデル事業の中で起きたことを少しご紹
介させて頂きます。これ、モデル作りは 5つのパターンがあって、一つ、小農との契約栽培
をする企業に融資をしましょうねという、契約栽培のモデルがあるんですね。そこに JICA
が融資をしている。その企業が、地元の農民から土地収奪、農民たちの土地を収奪してでき

たんだ、と訴えられています。当時から。そのことについて、私たちの現地調査で分かった

ので、JICA、外務省に伝えて、こういった嘆願書まで農民たちが出していたので、これは融
資をする前にきちんと対話をするべきなんじゃないかということで、JICA、外務省にお願い
をした。しかし、土地収奪はない、圧力は確認できなかった。その企業というのは土地収奪

をしたわけじゃなく農民に話し合いで退去を要請したんだ、と。そもそもプロサバンナとこ

の問題は関係ない、という説明を、我々はもらっています。これは議事録、当時の会議の議

事録から取ったものなんですけれども、じゃあ、どうやって確認をして、土地収奪はないっ

て言っているんですか、と当時聞いたところ、モザンビーク企業と政府に確認して、やって

ないと言っているからないんだ、と。（土地収奪を）やっていると言われている本人たちに聞

いて、やっていると言うわけがないと思うんですけれども、そういった方法でしか確認せず

にやっている。 
	 その根幹にあるのが先ほどのこのやり取りに見られたように、現地の小農たちの声をきち

んと受け止める、そのことを事実として始める、その声によってきちんとこの問題、何が問

題として投げかけられているのかということを考える、ということができていないというこ

とが一つ大きくあります。そのことは、実はガイドライン違反に関するこの報告書にも、審

査をした方々が書かれています。農民の、その訴えに基づいて考えるべきだということが提

言されているんですね。それが未だに行われていないということがあります。世銀のレポー

トなんかでも、土地収奪が起きる背景というのは政府のガバナンス、現地政府、その国の政

府のガバナンスに取り組まないといけないということを言われているんですけれども、それ

でも、こういった問題が放置されている。そういう中ですでに起きている土地収奪に対応で

きずに、本当に小農らの土地が守られるのだろうか、という疑問は誰でも持つ。ましてや、

小農らが、やはり不安になることは当然だと思います。そういう中で、日本政府としては、

（JICA環境社会配慮）ガイドラインでも、「法の支配」ということを謳っていますし、外務
省の 2019年 12月 12日の ODA政策協議会の資料なんですけれども、来年度の概算要求、
ODA関連部分の予算の柱というところに「法の支配に基づく国際秩序の強化」ということが
書かれていて、本来ここ強化しないといけないところなんですけれども、今見て頂いたよう

な状況があります。 
	 最後のまとめ部分なんですけれども、じゃあいったい、まとめとして、「プロサバンナって

何なんだろう」と言った時に、やはりもう一回、おさらいなんですけれども、ブラジルのセ

ラード開発から出発をしていて、投資＋大豆生産＋インフラ整備→輸出という構図がありま

した。そこから、小農からの懸念と反対の声が上がったので、「小農のための事業」を、ある

いは「対話を」という説明がなされるようになったけれども、じゃあ実際にその通りになっ

たかというと、実際に起きたことは、過去がなかったことのようにされて、訴えている小農

をここで見たように嘘つき呼ばわりする。そういったことが起きている。あるいは、「対話が

重要」、「小農のため」と言いつつ、同じ時期から、隠れて、今見て頂いたような「コミュニ

ケーション戦略」と「分断介入」と「賛成派づくり」、ということが行われている。そういっ

たことがあります。一方で、その土地収奪に対して救済を求める訴えについては無視され続

けている。 
	 なので、やはり、小農から見たプロサバンナというのは、当初、農民たちはモザンビーク

政府に対してこの事業を止めるように、と言っていたんですけれども、今やもう JICAなん
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ですね、相手が。その JICAによる介入と分断、排除効率化、抵抗潰し、人権侵害、隠ぺい。
こういったことが訴えられている。だからこそ彼らは毎年のように日本にやってくる。これ

に私たちの税金使われているので、我々の問題でもあります。今日そのため、この様な場を、

議員の皆さまが持ってくださったことはありがたいなと思います。この部分は資料の 1‐1あ
たりにあるので、ご覧下さい。 
	 ちなみにですね、これは先ほど触れたのでもう飛ばしますが、コスタさんというのは 3万
人の代表なので、4800人から見て「少数派なのか」ということも一つ、この情報に対する実
際の状況として加えておきます。今見てきて頂いたようなことに、約 35億という多大な税金
が投じられてきています。そういう中で、私たち日本の市民から見たプロサバンナって何な

のかっていった時に、やはり、その税金を使って行われている事業が現地の裁判に訴えられ

て、違法判決と非常に残念な状況です。それにもかかわらず、「モザンビーク国内の問題」と

して真摯に応えていない。これどういうことかっていうと、被援助国のガバナンスをやはり

不問にしていて、すなわち、その人たちの人権を軽視しているとしか思えない。先ほどのや

り取り見た中で、そうとしか思えないんです。これはやはり、（現地）政府がやってないから

やってないんだとか、（現地）政府の問題なんだ、と言うんですけど、司法判決が出ていると

いうことは、三権分立で司法の判断というものを尊重しないといけないんですね。にもかか

わらず、（現地）政府がやってないからやってない。あるいは政府の声だけを聴いて対話をす

る。あるいはモザンビーク政府がやっていることなんだということで済まされる。これをど

う考えたらいいんだろうかということが一つあると思います。 
	 その一方で、声を上げる小農リーダーを名指しで小農を危険な状況に追いやっていて、や

はり今日、本当にやり取りを通じて、このまま事業を続ける資格と能力があるのかというこ

とを問いたいです。問う前にぜひ、JICAの皆さんにはここにいる納税者の皆さんへの説明責
任果たしていただきたい。これはやはり、モザンビークの市民の権利だけではなく、我 （々日

本の）納税者、市民の基本的人権の問題でもあるということで、最後に触れさせていただき

ます。少し長くなりましたが私からは以上です。 
 
石橋議員:	 	

	 渡辺さんありがとうございました。これまでの経緯を含めて問題点整理してお話しいただ

きましたので、今回初めてこの問題を聴いていただいているみなさんにも経緯含めて分かり

やすく理解いただけたのではないかと思います。 
	 時間が若干押しましたが、今日、外務省国際協力局の国別開発協力第三課長黒宮さんにご

参加いただいています。急きょお願いしたにもかかわらず、今日お忙しい中、時間を取って

いただいてこの場にご出席いただきました。1 時間ちょっとと言っておきながらひっぱって
おりますけれども、時間を取っていただいてありがとうございます。外務省の絡みも話があ

ったので、外務省から一言言っていただければと思いますので黒宮さんにマイクお渡しして

頂けますか。とりわけ私の質問主意書に対しても、これだけ裁判でああいった判決が出てい

ること、本来 JICA・外務省としても ODAのあるべき姿、重ねて内外で発言いただいている
ことについて、疑義が出ていることも含めて、外務省の見解を聞いておきたいと思いますの

で。時間の許す限り。 
 
黒宮貴義課長（外務省国際協力局国別開発協力第三課）：	

	 時間が押していますので、今日聞いた話、今日これから議論される話についてきちんとフ

ォローさせていただきたい。今の時点でいただいたお話についてこの場でというのは難しい

ので、そういう形でお願いできればと思います。 
 
石橋議員：	

	 一点重ねてですが、現地で裁判所が明確に判決を出されています。この事業に対して、農

業省に対して。事業主体である日本政府として、外務省・JICAとして当然我々は国民の貴重
な 35億という税金を投入してやられている事業について、その主体として責任があるはずで
す。ところが答弁書でも一切責任が感じられません。「現地の話です」というので 2行で終わ
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っています。とうてい我々立法府としても納得できる政府の対応ではありません。この点に

ついてだけはちゃんと説明して帰ってください。 
 
外務省 黒宮課長： 
	 この点につきましては質問主意書ではそのような形でお答えしておりますけれども、私ど

もでは国内手続きであることに加え、モザンビーク農業省は行政裁判所の判決に対する通知

文書を受領してから 10日以内に、行政裁判所に対してこれまでプロサバンナ事業に対して情
報開示してきたという旨を説明する書簡を根拠資料とともに大臣名で出したというふうに、

私どもとしては把握しています。これから農業省については書簡の中で今後プロサバンナに

関する情報開示請求があれば対応していく旨表明したということを承知していまして、それ

に対してモザンビーク行政裁判所からは、特に今のところ反応がないと伺っています。裁判

とは別の話になりますが、弁護士連合会が訴訟を起こしたということですが、同じようにモ

ザンビーク国内で憲法に基づいて設置されているオンブズマンに対しても同じような申し立

てを行っているというふうに承知しています。この点についても現地農業省はオンブズマン

に対して情報公開の事実を説明し、それを受けてオンブズマンは農業省の説明を認めて弁護

士連合会の訴えを却下したという風に承知しています。そういう形で、モザンビーク国内で

色々な議論があるという話であると承知しています。 
 
石橋議員：	

	 ちょっと時間もないでしょうからここで全部をやりとりできません。聴いていただいてい

る皆さん、ウェブサイトで検索いただければ質問主意書も含めて手に入るのでみなさん自身

でご確認いただきたけたらと思います。 
	 黒宮課長から説明いただいた、「承知している」というのは全く違うということは質問主意

書の中で既に述べています。外務省はそう言われるけれども、裁判所がちゃんとその情報提

供を受けていないというのはちゃんと明確に言われているわけです。だから我々も訊いてい

るわけです。そのことも含めて政府としての責任をきちんと果たしてほしいということで言

っているので。承知をしているのではだめなんです。承知が違うんです。違う承知をしてい

るのでは駄目なんです。だから対応してほしいというお願いをしているわけですので。

JICA・外務省として真摯に対応いただかないと駄目だと思う。そこのところでの回答がない
ので、重ねてやりとりさせていただきますので。それはお願いしたいと思う。 
 
舩田クラーセン：	

	 去年からずっとやりとりしていて、黒宮課長が着任される前も全く同じ回答をされて、（モ

ザンビーク）弁護士会の方も、NGOの側からも反論させていただいたんですが、それを踏ま
えた回答に、今もなっていない。何年も全く同じことを何度もおっしゃっているんですが、

判決は読まれましたか。 
 
外務省	黒宮課長：詳細までは読んでいません。 
 
舩田クラーセン：	

	 読むべきですよね。日本の援助が、渡辺さんからあったように、JICA が作った「調整室」
が訴えられた。それを所管するモザンビーク農業省が被告なわけですね。ということは、援

助が、要は、裁判所によって「認容判決」ですから、基本的に憲法に違反している、と言わ

れているわけです。ですからやはり JICA 経由で訊くのではなく、外務省として、日本の国
益を守るために、ぜひ全文を訳して読んでください。 
	 判決文 11ページほどあるんですが、そこに書いてあることは何か。JICAの方、分かりま
すか。何が書かれていますか。先ほど紹介したこと以外に書かれている重要な点があります。

なぜモザンビーク農業省が訴えられたか、なぜ裁判で負けたか分かりますか。裁判で。浅井

さん、呼んでいますか、全文。 
 
JICA	浅井課長：読んでいます。でもそらんじているわけではありません。 
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舩田クラーセン：いえ、そらんじていなくていいです。なぜ有罪になったか、なぜ負けたの

か。 
 
JICA	浅井課長：そらんじているわけではないので。 
 
舩田クラーセン：	

	 そらんじてなくていいのですが、理解しなければなりませんよね。浅井さん、３年目です、

（プロサバンナを）担当して。３年の間にこの裁判が起って判決が出た。私達、何年も浅井

さんをここに呼んで、何が書いてあるか聞いてきた。そらんじなくていいので、エッセンス、

なぜ農業省は負けたのか。 
 
JICA	浅井課長：無言 
 
舩田クラーセン：	

	 弁護士会の人権侵害だ、憲法に基づいて憲法違反であり人権侵害であるという訴えを、全

面的に全裁判官が認めた。これは書いてありますね。 
 
JICA	浅井課長：無言 
 
舩田クラーセン：	

	 そこも理解しないで、外務省にあんな風に説明させてはいけない。恥ずかしいです。 
 
JICA	浅井課長：	

	 私が今とっさに答えられないのは恥ずかしいことかもしれませんが、記憶を新たにするに

も、舩田さんにご紹介いただければ有り難いです。 
 
舩田クラーセン：	

	 だから、こんな無責任な。みんなの税金で、この件を担当されて。このプロサバンナ事業

の最大の…。司法が言ったのですから。モザンビーク国には三つ（権力が）あり、司法権と

いうのは政府でもある。その司法が言ったことすら言えないというのは問題なんですが。な

ぜ有罪だったか。それは、モザンビーク農業省は、反論のために、裁判ですから訴えがあり

ます、弁明する、あるいは反論するための場がある。しかし、一度も来なかった。裁判所の

呼び出しに一度も応じなかった。ゆえに、モザンビーク農業省はこの罪を認めているという

ことで有罪になっている。 
	 ですから黒宮課長にああいう答弁させちゃだめですよ。つまり、判決、有罪判決が下りて

から 10 日以内に農業省が我々は違反していませんということを根拠書類とともに行政裁判
所に出したら、いけないんですよ。分かりますか。裁判で本来すべきことを農業省はやらな

いから有罪になってしまったんです。意味分かりますか。もう裁判が結審して判決が下りて

確定しているのに、今更証拠がありますと出しているということ自体が、モザンビーク農業

省が、行政府が司法を馬鹿にしているし、無視している行為である、ということがまず一点。 
	 そして、このことは何回も外務省にも JICA にも指摘していて、全文を読んでいるという
のに、覚えていないだけで、また黒宮さんにそういう説明をここでさせたというのは、JICA
なのか、浅井さんなのか、牧野部長なのか分からないが、モザンビークの司法を馬鹿にして

いる。馬鹿にしながら援助しているというのは、ゆゆしき問題だと思います。だから黒宮さ

んの今の反論は反論になっていない。残念ながら。だから判決を外務省のポルトガル語の担

当の人に訳してもらって、もう一回考えてください。 
	 最後に、黒宮さんが行かれる前に、国際協力局長がプロサバンナ事業の PD を一度止めた
のはご存知ですか。2017年に。この件は渡辺さんが詳しい。 
 
外務省	黒宮課長：環境社会配慮ガイドラインとかがあった時ですか。 
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舩田クラーセン：	

	 その前です。それは 2017 年の 5 月、訴えがあった直後ですが、その直前にもう止め始め
ていた。そのことはご存じないですか。前の課長さんの話なので知らないかもしれない。 
 
外務省	黒宮課長：とりあえず今伺います。 
 
舩田クラーセン：はい、じゃあお願いします。 
 
渡辺：	

	 我々はこの問題をずっと ODA 政策協議会で問題提起してきているわけですけれども、そ
の中で今日も触れたコミュニケーション戦略と介入と分断についてご報告して問題提起した

ところ、当時の国際協力局長がこれはまずいということで、終わった後に私のところにご挨

拶しに来られた。そういうことはめったにないです。しかも局長が来るということはほぼあ

り得ない。私みたいなペーペーの NGO スタッフに。その際、一回話をきちんとさせてもら
えないかと言われたので、協議会とか公になる場、議事録が残るのとは違う場で当時の課長、

課長補佐と局長とで、また、NGO のメンバーで話をさせていただいて、協議を続けた結果、
それは 12月です。 
	 そこから 3 月くらいまで協議を続けて、一旦、こういった分断を進めているコンサルタン
トとの契約を全部止める、すなわちそれは事業が止まるということを意味する、そういうご

決断をされました。そのことはご存知ですか。 
 
井上議員：	

	 今の経緯は、私 3月 19日の ODA特別委員会で質問いたしまして、外務省・JICAが答弁
をしているんですね5。ですから、より丁寧な、反対派の意見も含めてより丁寧な対話するこ

とが必要だということで止めた。そして外務大臣が再開の条件として「反対派を含めた参加

型意思決定を含む議論の実現というのを条件とした」ということも、外務大臣が、自分が相

談を受けて考えてやったと国会で答弁しているんです。それは省内できちっと共有して認識

してもらわないと困ると思う。 
 
外務省	黒宮課長：	

	 まさに先生がおっしゃいましたし先ほどご指摘がありましたが、今日まさに先ほどの渡辺

さんのプレゼンの中でもありましたが、マスタープランに関しては 2013年までだったものが
未だにできていないというのは、まさにおっしゃる通りで、まさにそれこそがそういう形で

色々と話を伺ったり、いわゆる参加型意思決定ですとか、そういう形で話を聞いて時間をか

けてやっているという、まさにそういうことでございますので、それにつきましては私自身

もきちんと認識しています。 
 
渡辺：	

	 先ほどご報告したのは、そうやって声を聴くと言いながら何が起きてきたのかということ

で、コミュニケーション戦略と分断の市民社会対話メカニズムの話をさせていただいたので

そこをもう一度確認していただく必要があると思います。 
 
石橋議員：牧野さんの発言を。 
 
JICA	牧野部長：	

	 もともと渡辺さんの発言へのレスポンスの一つとして始まったかもしれませんが、行政裁

判については、おそらく今日いらっしゃる方は初めて話を聞く方もいらっしゃると思うので、

実際にはポルトガル語を私はできないが、日本語で訴訟の目的と結論だけのところを読ませ

                                                   
5 http://www.inoue-satoshi.com/parliament/2019/03/oda-2.html 
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ていただいて…。 
 
舩田クラーセン：それは配っています。ですので、大丈夫です。 
 
JICA	牧野部長：そこはリピートしなくてよろしいですか。 
 
舩田クラーセン：大丈夫です。配っていますから。 
 
JICA	牧野部長：残念だが。 
 
舩田クラーセン：	

	 担当者がなぜ（裁判に）負けたのかを答えられないのに、今更我々が配っているものを、

JICAが代わりに読むというのは時間の無駄ですから。お帰りになってお読みください。資料
はネットに上げますので。 
 
JICA	牧野部長：寂しい。 
 
舩田クラーセン：だったら（裁判結果を）リスペクトしてください、ということです。 
 
石橋議員：	

	 この後また論点いくつかやり取りさせていただきますので、その時にまた必要であれば説

明頂ければと思う。 
 
舩田クラーセン：	

	 黒宮さんが帰られる前に、渡辺さんがおっしゃっているのはそういうことではなくて、（外

務省国際協力局）局長に、「コミュニケーション戦略書」とかお渡ししたんですね、JICA の
文書を。リークされたものや公開されたもの。そしたらびっくりされたわけですよ。何これ、

と。日本の援助がこんなことに使われていると知らなかった、と。もちろん、局長の前の局

長の時代のことだということもあるんですが。外務省に JICA はすべて話しているわけでは
ないです。そうですね。そのことが今日はっきりしたじゃないですか。裁判についても。 
	 同じように、JICAがやっていた裏工作というものについても局長はご存じなくて、現物を
見た時にこれはあり得ないねということで、何とかして自分の代で止めなきゃと言って止め

てくださったんです。ただ局長が変わって、またちょっと変わってきたというところを、今

日ぜひ帰られてから他の人にも訊いて頂きたい。そして JICA との連携の際には NGO の情
報も参考にされた方が、省にとっても良いのではないか。日本の国益にとっても良いのでは

ないかと思います。ファクトを必ずつかんでほしいと思います。よろしくお願します。 
 
石橋議員：	

	 今、舩田さんの言われたポイントの農業省が裁判所の呼び出しに一度も応じていなかった、

一切の反論を口頭でも文書でも行っていなかったというのは質問主意書に書いてありますか

らね。 
	

外務省	黒宮課長：その点は承知しています。 
 
石橋議員：	

	 書いてあるのですから、それは外務省としてもちゃんと事実確認をしたうえで答弁しても

らわなきゃ困るのに、それができていないということを今ご指摘いただいているので、改め

てきちんと判決文を読んでいただいて。読んでいただいたうえで、残念ながら、もし JICA
が必要な情報を外務省にあげていないということであればゆゆしき事態なので、外務省とし

てもきちんと責任ある対応をしていただきたい。また時間とって協議させていただきますの

でよろしくお願い申し上げます。 
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	 今日はありがとうございました。お忙しい中来ていただいてありがとうございます。 
	 それでは、もうすでに何点か論点入っていますが、まだ残り時間がありますのでいくつか

やり取りさせていただきたいと思いますが、まだ残り時間残っていますのでいくつかやり取

り頂きたい。その前に冒頭ご紹介しましたが、川田龍平参議院議員が出席いただいておりま

すので、一言自己紹介を。 
 
川田龍平議員（参議院議員）：	

	 みなさんこんにちは。参議院議員の川田龍平です。私は今、行政監視委員長でして、なか

なか質問に立つ機会がないんですけれども、ただ委員会としてしっかり行政の法律に即して

やっているのかどうかということを監視していく機関です特に、今年参議院の選挙で 3 人参
議院議員が増えました。242 人だったところを 245 人になっております。3 年後にまた 3 人
増えて 248人になるんですね。 
	 みなさんあまり知らなかった人もいると思うんですけれども、実は増員になっていまして、

この行政監視委員会というのも 30人のところを 35人に定員が増えております。職員の増員
もありまして今まで 7人だったところの調査局の人員も 9人に増えております。そういった
税金を増額してやっている行政監視機構、監視委員会ですので、しっかりこれを活用してい

きたいと思っております。桜を見る会がテーマに上ると与党が委員会を開かないようにしよ

うとするんですが、しかしやっぱり行政を監視していくのが委員会の役割ですので、ぜひ通

常国会から頻繁に開けるようにと思っています。野党が今まで委員長を取っていなかったの

で、なかなか 2 年に一回くらいしか開かれなかった委員会でもありますので、ぜひしっかり
開いていきたいと思っています。 
	 今年の 3月 1日から参議院のホームページ開いていただきますと、トップページの右の中
ほどのところに、「行政への苦情窓口」というのがホームページ上に設けられています6。請

願署名の場合は署名を集めて紹介議員が必要になって委員会でも全会一致での採択があって

採択、署名が成立するんですが、苦情制度というのが、制度としては残っているんですが、

苦情窓口に関しては氏名、住所、電話番号を書いていただければ、署名も紹介議員も要りま

せんので、メールでもフォームからでも手紙でもファックスでも受け付けております。ぜひ

国民の皆さまから、行政に対する苦情をあげていただいて。 
	 行政の不作為、行政の怠慢、行政のさらに言えば能力不足によって生じる権利侵害すべて

含まれますので。ぜひ苦情窓口の苦情として挙げていただく方法がありますので、こういっ

た方法があるということを知っていただいて、世界におけるオンブズマン制度の行政府では

なく、立法府におけるオンブズマン制度だと思っていただければ分かりやすいと思いますの

で、ぜひ利用していただければと思います。長くなりましたがよろしくお願いします。 
 
石橋議員：	

	 はい、ありがとうございました。川田議員から紹介ありましたものも、ぜひ皆さん活用い

ただいて、いろんな意見をあげて頂ければと思いますのでよろしくお願いいたします。それ

ではですね、間色々挟みましたけれども、先ほど渡辺さんからこの間の経緯、問題点のご指

摘をいただきました。それが JICA の先ほどのホームページでの特定の個人を名指ししての
批判、それが根拠のないものであるということにつながるご意見だったと思いますので、

JICAの方からもコメントがあろうかと思いますが。 
	 我々の方からも、やはりいくつもの論点について改めてきちんと説明していただかないと

いけないと思っている。井上議員からもあろうかと思いますが。我々も、この間ずっとこの

件をフォローさせていただいてきた。先ほど浅井さんの発言の問題を指摘させていただきま

した。多くの小農のみなさん、市民団体のみなさん、モザンビークで組織をあげて反対の声

をこの間一貫してあげて来られてきた。かつ、私が間違っていなければ当初は、まずは一旦

立ち止まってほしい。一旦立ち止まって、そしてしっかりと市民社会との対話をしてほしい

ということだったはずです。それが残念ながら実現されないままに皆さんが次々と、今渡辺

さんがご指摘のような対応をされるものだから、当事者、市民団体のみなさんも農民団体の

                                                   
6 https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/gyousei/index.html 
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みなさんも、これじゃだめだということで次第に反対の声を大きくあげてこられたというの

が経緯だったと思います。にもかかわらず、反対する農民が少数だとホームページ上で断言

して言われるのは我々としても理解できないし、とうてい納得ができないので、ここはどう

いう理解でこれを言っておられるかというのは改めて確認していただきたい。 
	 それから土地収奪の件も今渡辺さんからの説明にもありました、現にこの問題が起こる以

前から、これはモザンビークに限りません。多くの途上国で土地収奪が起きてきたわけです。

開発の名のもとに。国際的な多国籍企業なり、そういったところが、国策の名のもとにもし

くは開発の名のもとに、土地収奪をあちらこちらでやってきたわけです。それは事実。それ

は JICA のみなさんも重々理解されているはずですね。そしてモザンビークでも土地収奪が
実際に残念ながら行われてしまっていた。そこに対して、やはり当事者の皆さんが深刻な重

大な懸念を示されるというのは当然だと思う。 
	 そこに対して真摯な回答を残念ながらこの間いただけていない。ここも重大なポイント、

問題だろうと思います。先ほども重ねてこの間、反対の声を時には危険を冒して声をあげて

来られた方々が実際に危険に晒されてきた。これまた我々も色々現地から報告も受けている。

あげてくれといわれれば、またあげてもらえるだろうが。確認をしていただければと思いま

すが。それをもし無視されているようなら当事者としてゆゆしき問題だと思います。 
	 最後に裁判の件は、JICAとして裁判でこういう判決が出たことについて当事者としてどう
いう責任なりを感じておられるのか。外務省と一緒になって「これは現地の裁判の話です」

と言われている。甚だ当事者としての責任を回避したというか逃げ回っているとしか思えな

い。先ほど言っていただいた JICAが税金で派遣をしている人が内部にいるので、「知らなか
った」というのは、我々はとうてい信じられない。もし、本当に知らなかったらこの方は責

任を果たしていないし。JICAがそれだけ貴重な税金を使ってやっていることがとうてい妥当
性がないことを証明しちゃっているので、到底そんな無責任なことを JICA やっていないと
思いますが。だとすれば皆さんが無責任なことをやっているのか、我々に嘘をついているの

かどちらかしかないので、どっちですかと改めて問い直さなければいけませんが。いずれに

しても明確に憲法違反だということも含めた判決。深刻に受け止めないといけないはずでこ

れに対してどういう対応をされているのか、改めて確認したいと思います。 
 
井上議員：	

	 先ほどあったように一旦停止をして、「反対派も参加」ということを条件とした。ところが、

結局その後行われていることは、参加をしているような形だけということが行われてきたん

じゃないか。 
	 先ほど渡辺さんのプレゼンにもあったように、いろんなことを使って、国際 NGO に探り
入れようとか、みなさんがお金を出して雇ったコンサルタントがいろんな工作をやっている。

もともと理屈ではやるであろうと分かったうえで、依頼をしてやっている。そのことが結局、

形だけでやる形で、一層の分断を招いているという。皆さんの事業をやるために、そういう

コンサルタントにお金を出してやってきたということについて、その報告書、内容を含めて、

どう皆さんは考えて、どう評価をされて、どう扱おうとしているのか、ということも確認し

ておきたい。 
 
石橋議員：	

	 部長、申し上げたいでしょうから、論点絞って、理解深めるためにやり取りさせていただ

きながらと思いますので。まず一番今もの申されたいところからスタートしてください。 
 
JICA	牧野部長：	

	 色々話を聞かせていただいて、どこから始めようかと丁度悩んでいるところですが、まず

はっきりさせていただきたいのは、JICAとしても小農の声を受け止めるということは重要だ
と思っています。これは渡辺さんが発表の中でおっしゃっていたと思いますが、JICAとしま
しても、小農の声を大切にしっかりと受け止めるということは極めて重要だと考えています。

その上でいくつか論点が先生方、それから、舩田さん、渡辺さんから示されましたが、それ
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に対して真摯に答えてまいりたいと思います。 
	 まず第一に、三角協力として始まって、当時のプレゼンテーションでは、大きな農業開発

を行うんだとして海外からも投資を呼び込む、あるいは大豆が大切だという話をしたのは、

確かに当時のプレゼンテーション、企画の段階では事実だったと思います。 
 ですが、当然これを聞いて分かるように、ブラジルの成功の体験をアフリカの一つの国でコ
ピーするなんてことは、当然できないわけです。当然それは人が違う、それから自然環境が

違う。ですので、一から、参考にするかもしれないけれども、一から全部考え直してやると

いうのは当然です。ですので、確かに「JICAワールド」やいろんなプレゼンテーションでそ
んなものを示したのは事実ですが、その後は大きく軌道修正していて、小農、やはりアフリ

カの農業開発というのは小規模の農民主体の開発、あるいは発展が大事だというところの軌

道修正をしているといえる感じです。 
	 実際、事業を始める前の企画の段階は、先ほどのプレゼンテーションですが、実際事業を

始めた時、プロサバンナ事業は一体何からできているかということを渡辺さん親切に示して

いただいたが、研究、二つ目がもうちょっと大きなピクチャを描こうというマスタープラン

づくり、三つ目がコミュニティ、それから小さな農家、小規模農家の生産性・生計を向上さ

せようとする技術協力の 3点セットという。ご覧の通り、一番上、PIは略語になっていて分
かりにくいと思いますが、これは研究です。モザンビークの農業研究所と我々は協力関係に

あって、まずは北部の土壌や大豆のみならず、いろんな可能性のある作物の栽培方法、これ

を実際に検証していこうじゃないかと。最終的に、ある程度合った栽培というものを提言す

るということを始めたんですね。それは問題意識としては当然モザンビークの北部というと

ころで他のところと比べても極めて厳しい農業開発所。非常に厳しい環境で、人々も社会的

に異なる状況がありますので、そういった自然環境、あるいは社会開発上のことを踏まえた

上でやるにはまずは研究が必要だということですから、まずは一番初めに研究をやったとい

うことです。それから 2点目のコミュニケーション…。 
 
石橋議員：ここでいったん切りましょう。何かコメントがあれば。 
 
舩田クラーセン：	

	 ありがとうございます。今おっしゃったことを正しく理解しているかどうか確認させてく

ださい。今おっしゃったのは、2009年に確かに日本、ブラジルのパートナーシップ・プログ
ラムとして（プロサバンナを）始めて、そして三角協力、最初のアフリカの事業展開地域と

してモザンビークを選んで、2009年に三カ国でプロサバンナを合意しました。この正式タイ
トルは「モザンビーク熱帯サバンナにおける農業開発三角協力」、「三角協力による熱帯サバ

ンナ農業開発事業」ということだった。そして、渡辺さんが見せてくれたように、先ほどの

図ですね。ブラジルの成功をもとに、「再現」とは言わないにせよ、それが良いものだったか

ら、何らかの形でモザンビークで活かそうとした。これは JICA がやろうとしたんですね。
そのために 2009年に、まずブラジルと合意しましたね。それは正しい理解で良いですか。 
 
JICA	牧野部長：はい。 
 
舩田クラーセン：	

	 良いということですね。けれど JICAは、「当然ながら」それをモザンビークで展開すると
いうのは無理があるから、「小農向けにしました」とおっしゃりたいんですね。それは、何年

何月にその判断されたんですか。 
 
JICA	牧野部長：そこまでは分かりませんけども、正確に何年の何月かは分かりません。 
 
舩田クラーセン：	

	 アフリカ部は分かると思うんですけれど、アフリカ部の方いらっしゃいませんか。最初は

農村開発部じゃないから分からないんです。アフリカ部の方分かりますか。 
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石橋議員：若林さん、分かりますか。 
 
JICA	若林基治次長（アフリカ部）：無言 
 
舩田クラーセン：	

	 行政、人がころころ変わる度に、私たちが情報刷新しなきゃいけないというのは、我々お

金もらってやっていないので、ちゃんと給料もらっている人たちで、情報共有をしてほしい

んです。だんだん、さっき渡辺さんがおっしゃったように、歴史が書き換えられたり、なか

ったことにされてしまって、全然違う話になっているんです。 
	 プロサバンナは「セラードの成功をアフリカへ」と言って始まったんです。いくらでも、

それは資料が出てきます。今見せてもらったように。これ 100くらいある資料の二つくらい
です。だからちゃんと理解してください。 
	 農民が反対をするまでは、JICAはその路線で来た。当時の乾アフリカ部長のパワーポイン
ト見せましたね。2012年の 4月末に、ブラジルと日本の官僚と民間企業、アグリビジネスの
人が 40とか 60人規模で現地に行って、投資、どうやってブラジル型モデルをモザンビーク
でやれるか、あるいはそのビジネスできるかというのを、プロサバンナの予算でやっている

んです。だから、企画段階ではそうだったけれど、実施段階ではモザンビーク小農支援にし

た、というのは、うそですよ。これが事実です。乾さんに訊いてください。先ほどいつ転換

したんですか、というのに、牧野さん答えられなかったじゃないですか。いつ転換したのか

教えてください。何月何日。 
 
石橋議員：何年何月。 
 
舩田クラーセン：ごめんなさい。間違えました何年何月。何月何日ではなく、何年…。 
 
JICA	浅井課長：ここから、右から左に変わりましたということでもなくて。今牧野が申し上

げたかったのは… 
 
舩田クラーセン：(乾部長の 2012年 6月のプレゼンテーション)これは事実ですね。 
 
JICA	浅井課長：	

	 この資料のプレゼンテーションを JICAが作って発表したということですか。 
 
舩田クラーセン：	

	 2012年 4月の段階で、投資の促進のためにプロサバンナの予算で、JICAと日本の官僚と
日本の企業 19社で行きましたね、現地に。（浅井：はい）それは企画段階ではありませんね、
プロサバンナの。 
 
JICA	浅井課長：ええ。これは 2009年以降に行われたことであるのは間違いありません。 
 
舩田クラーセン：ですから実施局面、2011年にプロサバンナの 3つのプロジェクトが実施に
入りましたね。 
 
JICA	浅井課長：企画段階という言葉で始まったから、全部ウソだと言われるのは、ちょっと。 
 
舩田クラーセン：	

	 いや、そういう話はしていない。じゃあ次に行きますけれど、乾さん、農民の反対の声が

上がるまでこの路線で来たんです。農民が反対して、我々も立ち上がり、国会議員の先生た

ちもこれはおかしいだろということで、JICAなりに見直していただいたと思うんですね。そ
れは批判するよりもほめる出来事なので、そのことは前提にしつつお伺いしたいのは、先ほ

ど、一から考え直したとおっしゃいましたけれど、私の空耳ではなく、一から考え直そうと
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思ったんですね？つまり、ブラジルのセラードをアフリカの… 
 
JICA	牧野部長：	

	 論点が変わっているようですが、浅井が言いかかったことを続けさせていただきます。私

も答える説明責任があるので先に答えさせていただきます。いつ、何年何月というのにあま

り意味はなくて、変わったということが重要なんじゃないでしょうか。というのが第一点目

と、それからきれいに今日までがこの方針で明日から変わったということは、おそらくなく

てですね。 
 
舩田クラーセン：そういうことは言っていません。 
 
JICA	牧野部長：	

	 当初の計画段階の考え方とそれからちゃんと科学的に、モザンビークで研究を一からやっ

て、やり始めましょうね、というオーバーラップしているときというのはあると思う。あま

りきれいに何月何日というのはなく、重要なのは方針をおっしゃる通り、変えて今に至ると

いうことが重要なのかなと思っていまして、過去の 10年ぐらいやっていることをまた繰り返
してやるというのは意味がないんじゃないでしょうか。 
 
舩田クラーセン：	

	 はい、違います。私が言いたかったのはそのポイントではありません。JICAがモザンビー
クに事務所を構えたのは何年ですか。 
 
JICA	浅井課長：質問の意図が分かりません。 
 
石橋議員：それは JICAのもともとの事務所それとも？ 
 
舩田クラーセン：	

	 なかったんです。JICAがモザンビーク事務所を設置したのは何年か、アフリカ部、分かり
ますか。 
 
JICA	若林次長：2003年。 
 
舩田クラーセン：	

	 2003年ではありません、2001年です。つまり何が言いたいかというと、JICAがモザンビ
ークに進出したのは 2001年。農業開発事業というのは間接的にはしていたけれど、自前でこ
んな大規模な農業開発事業をしたのは初めてなんです。「する」と決めたのも初めて。何が言

いたいかわかりますか。 
	 つまり、JICAは、よくわかっていなかったんです。モザンビークの農村がどういう状態に
あって、モザンビークの北部が、人が住んでいないという前提で企画を立てた。緯度とかが、

ブラジル・セラードと同じだからブラジルが参考になる、とか書いた。あるいは、貧しい国

だから投資を促進して、そしてアジアや日本のマーケットに大豆を流しましょうとか。そう

いう、すごく大きな事業を企画した。けれど、JICAは、モザンビークの数あるドナーの中で
一番最後に来たドナーなんですね、援助国なんですね。 
	 一番最後で、しかもポルトガル語できる人ここに何人いますか。（JICA：無言） 
	 モザンビークの公用語ポルトガル語です。でも、ほとんどいない中で、そのようなよく知

らない、当時はアフリカへの援助も JICA 自身はあんまりしていなかったし、特にポルトガ
ル語圏ですね、知らないところで何となくブラジルと同じ公用語のポルトガル語だから緯度

も近いし熱帯サバンナだし、マーケットとしてはブラジルよりアジアに近いからやりましょ

う、と大風呂敷を広げちゃったわけです。知らないまま。 
	 農民たちは、モザンビーク北部は、モザンビークで最も農業が盛んで人口が多いところで

す。ここで、何でそんなことができると思うの、というわけで騒いだわけです。そしたら、
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この計画をやったらやっぱり反対になるね、ということでひっこめたんです。 
	 そんなにモザンビークのことを知らなくて、大風呂敷を広げて、ブラジルを持ってきた責

任が、JICAにあるわけです。そんなに前提が間違っていたのに、今更ブラジル・セラードじ
ゃないとか一生懸命取り消しています。今日も取り消されましたね。「変わったんです」。変

わったことをほめてくださいと、まさにおっしゃった。 
	 援助のプロとして、おかしいです。そんなの始める前に、税金を使う前に見たら分かるこ

とをちゃんと調べて、モザンビークにはモザンビークに合った農業支援をしようとしていれ

ば、こんなことにならなかった。それを 2009年に合意し、お金を既に使っている。2012年
の 4 月でも、まだこの状態。これをし続けて、ついに現状とあまりにも違う。農民たちの反
対にあったから、ちょびちょび変えてきたというところ。 
	 何が言いたいかと言うと、税金の無駄遣いというのが一つと、それ援助のプロとしてあり

得ないんじゃないですかというのが二つ。 
	 そして最後に、この JICA（サイト掲載）の反論文、見てすごく驚いたんです。トップを見
てください。援助事業の名称変わっているんですよ。三角協力という言葉自体がなくなっち

ゃった。ブラジル隠し、そして今回、質問主意書でブラジル側がどれくらいコミットしてい

るんですか、お金を出しているんですかと石橋先生がお聞きになったと思うんですけれど、

一切答えていない。事実は何か。三つの事業の柱の中で PEMというものがありますね。PEM
にブラジルはお金出していますか。 
 
JICA	浅井課長：PEMに対してブラジル側が自前の予算で活動をやっているというのは… 
 
石橋議員：ちょっと語尾がはっきりしないからちゃんと言って。 
 
JICA	浅井課長：ブラジル側がブラジル側の予算で事業をしているということは知っています。 
 
舩田クラーセン：しているんですか。では、なぜ共同評価に一緒に参画していないんですか。 
 
JICA	浅井課長：	

	 ご説明します。案件名について三カ国協力の文字がなくなっていたということですが、い

ずれにせよ私たち ODA では二国間協力での実施機関となっていますので、ブラジルと連携
しながらやるという意味で三角協力、こちらは一般的に使用されている名称ですけれども、

その中で、私たちがいただいている予算を使う場合には、あくまで日本とモザンビークとの

関係で合意形成を実施している。これが鍵括弧の中の名称が間違っていたらと思い、改めて

確認しますけれども、私たちが外務省も含めて協力している案件名称でその中に三角協力と

いう言葉がついていないというところで。 
 
舩田クラーセン：	

	 合意文書には入っているけれど日本語名には入っていないということですね。でも、私が

一番言いたかったのは、ブラジルを連れてく意義をさんざん主張してきたが、ブラジルがほ

とんど消えているということ。 
	 もう一つは何が言いたいかと言うと、変えてきたのであれば、2012 年 10 月に農民がちょ
っと待ってくれ、2013年 5月に安倍首相に対してこの事業を一旦止めてくれとお願いしたと
きに、自分たち自身（JICA）が変えるんであれば、一旦止めればよかったんですね。それほ
どまでに当初計画と物事が変わるのであれば、本当は。それは、私たち国民に対しての説明

責任があるだけじゃなくて、現地の人々にも説明責任があるわけです。 
	 乾部長が現地に行ったときに、メディアをいっぱい呼んで、テレビやラジオや新聞で延々

とプロサバンナは何かというのが流れている。それには、セラードを参考にセラードみたい

に農業開発をします、と言い続けているわけです。それを JICA として駄目だと思って、モ
ザンビークの農民のためにモザンビークから考えましょうと言って変えたんだったら、立

案・合意文書の事実が消えたということなんだから、それは農民が言う通り、一旦止める。

そして、これはやはり間違っていたので一旦止め、新たに一緒に考えればよかったのに、そ
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れをせずに何となく続けてきてしまった。 
	 続けても農民たちがおかしいおかしいと言い続けるから裏に回って分断の工作をした。話

が散漫になると駄目なので、私から次に牧野さんにお聞きしたいのは、今日渡辺さんが紹介

した JICA の資金を使ってのコンサルを雇っての分断工作というのは、牧野さんたぶん初め
て触れることだと思いますがどう感じられましたか。 
 
JICA	牧野部長：	

	 コミュニケーション戦略は CV&A社というところに委託した契約と理解していまして、そ
こで出てきた提言については案ということで、彼らの考え方を述べたものが報告書となって

出てきていると承知している。それについては、JICAの理解が考え方と異なる部分結構あり
ましたので、それはそれで受領しただけという形になっていると理解している。その後に、

分断工作とおっしゃっている部分については、この戦略案に沿ってやったということではな

くて、JICAとしては明確な指示をして、適正なプロセスで情報発信をするということをして
いると理解している。 
 
渡辺：	

	 ありがとうございます。さきほど時間がなかったので、あまり詳しくは触れなかったんで

すけれど、ここの赤字で書いてあるんですが、「コミュニケーション戦略策定プロジェクト」

が終わってから、完成後に戦略書を実行に移すため、「特命随意契約」というのを JICAはお
金を出して結んでいる。同じコンサルタントと。報告書が完成してそれを成果物と認めてお

金払っています、そのコンサルタントに。そのことの説明はどうなされますか。 
 
JICA 浅井課長：	

	 はい、このご質問も、先生から国会の場で、JICAの答弁者がどう答えたかどうか記憶が定
かでないですが、質問頂きました。こちらの方は、広報の部分の活動について行うものであ

る、という説明を差し上げたかと思います。もう一点申し上げますと、そこのところについ

て、2017 年 4 月に環境社会配慮ガイドラインの後、調査されるときにもあったと思います。
審査役も、お示しいただいた契約書の TORも確認いただいております。 
 
舩田クラーセン：	

	 それは回答になっていなくて、JICAさんとして、コンサルタントに「コミュニケーション
戦略書」を作らせた。これは事実ですね。数百万円かけて作られた契約書の提案、ドラフト

がまず来ますね。それは事実ですね。ドラフトが来て、それに対して、通常 JICA としてコ
メントなどを寄せますね。通常の仕事として、コンサルタントから来たレポートをそのまま

世の中に出すことはあるんですか。 
	 逆の聞き方をすれば。これはまずいものだから、こんな書きぶりを公共事業でやっちゃい

けないから修正してください、というのが普通の JICA の仕事ですよね。そういう監督責任
を JICA が果たしていないとすれば、我々納税者としては大変不安に思うので、来たものを
そのまま流すということはなく、何らかの形でコメントなどをつけますね。 
 
JICA	浅井課長：はい。ドラフトの段階で提出されたものについては。 
 
舩田クラーセン：	

	 ということは、コミュニケーション戦略書が JICA に提出された時に JICA さんとして何
らかのコメントをお渡ししたけれど、それが反映されていないということなのか。あるいは、

JICA としてこのコミュニケーション戦略書の内容で良いと考えたのか。あるいは、その他。
どれでしょう。 
 
JICA	浅井課長：	

	 そこのどんなやりとりがあったかというところは、これまでも確認できていません。 
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舩田クラーセン:	

	 でも、こんなこと書いてあるんですよ。小農を支援する。一から考え直してモザンビーク

の小農支援としてプロサバンナは生まれ変わりました、ご批判を応えて変えたんです、ほめ

てくださいみたいなことを、牧野部長は言ってくださったんですけれど。税金使ってやって

いるのは、「小農運動の力をそぐ」とか「価値を低める」ということが書いてある。JICA と
して、こんなもの、日本の納税者に公に出せない文書だなと思いません？ 普通。監督責任を
放棄されたということなのか、こんなこと書いてあるけど良いと思われたのか、あるいは何

でしょうか。 
	 しかも、これは一度浅井さんに記録の残る場所で訊いたことがあるんですが、JICA文書で
すねと確認しました。その時浅井さん、「そうです」とおっしゃいました。これは先ほど牧野

さんが「コンサルが作ったコンサルの考えです」とおっしゃいましたが、JICAがそれを受け
入れて「JICAの文書」として公開したものです。情報公開請求で。そして JICAの予算を払
ったものなんですから、「JICAの文書です」。ということは、過去に浅井さんがおっしゃった
んですが、この矛盾はどういうことですか。 
 
JICA	浅井課長：	

	 まず、コンサルタントが作った成果物、私たちが発注してコンサルタントが業務完了しま

したということ届け出た。それを検収しました。牧野も申しあげたとおり、コンサルタント

の作成物であって、後半のところ、検収して業務完了手続きということは JICA が保管する
文書ということですので、おっしゃるところは何ら矛盾しない。 
 
舩田クラーセン：	

	 それは国会議員のみなさんが、後で追究していただいたらいいと思いますが。二点目です

が、こんなものを書いたということは事実ですね。そして、それが JICA のコンサルタント
業務のファイナルのレポートとして JICAは受理した。これは事実ですね。（浅井：はい）そ
んなものを書いたコンサルタントに、「特命随意契約」をあげたのも事実ですね。（浅井：は

い）この特命随意契約のタイトルは何でしょうか。 
 
JICA	浅井課長：すいません。勘弁してください。 
 
舩田クラーセン：	

	 何のために、CV&A、「小農の価値を低める」なんていうことを、JICA のお金を使って、
プロサバンナ事業のお金を使い、書いたコンサルタントを再契約したんですか。しかも特命

随意契約は、すごく不透明ですよね。 
 
JICA 浅井課長：	

	 随意契約が不透明かどうかについては、私はコメントしませんが、この社と特命随意契約

をしたことは事実です。それはなぜかと申しますと、先ほどの繰り返しになるところはご勘

弁いただきたいのですが、2 回目の CV&A 社と契約をするというのが一般的には広報活動、
情報の発信ですとかというようなものを業務とする内容であって、その内容についてプロサ

バンナのそれまでの経緯とプロサバンナ事業を JICA、モザンビーク政府が行おうとしている
ことをよく理解をし、かつ、理解をしてほしい方々にどのような形で、広報の手段、紙媒体

が良いのか、ラジオなのか、インターネット上なのか、そういうことを提案できる能力を持

っているところがここだと判断したと。 
 
舩田クラーセン：	

	 1回目の契約はそれですよ。2回目の契約の最終成果物は先ほどからお見せしている「小農
の価値を低める」、「NGOの力を削ぐ」、「セラードの話は切り捨てる」みたいな「コミュニケ
ーション戦略書」です。それは正しいと認めてくださいました。 
	 その上で、その翌年にした契約の目的は何だったかというと。2 回目はコミュニケーショ
ン戦略を定義するっていうタイトルの契約です。何故、私が JICA のプロジェクト名まで把



 29 

握して、JICAの担当者が知らないのかわからないですけれど。三つ目の契約は？ 
 
JICA	浅井：	

	 知らないのではなくて、舩田さんがご指摘になることを私はくみ取れないんです。複数の

契約をしておりますと述べました。 
 
舩田クラーセン：分かりました。三回目の契約の名前を教えてください。 
 
JICA 浅井課長：記憶ゲームのようなことは勘弁して下さい。 
 
舩田クラーセン：	

	 記憶ゲームではないです。重要なポイントです。三つ目の契約の目的は「コミュニケーシ

ョン戦略を実施する」です。「実施」と書いています、そうですね。 
 
JICA 浅井課長：はい。その「実施」の部分のところを、私は広報活動の部分と申しました。 
 
舩田クラーセン：それは解釈ですね。なぜなら…。	

 
JICA 浅井課長： 
	 解釈なのか分かりませんけども、最初の方の一点目のところロゴ作成の特別契約があった

というところは間違いありませんし、一回目の契約というのは、そのことを指していたんだ

というので、今私は理解しました。 
 
舩田クラーセン：	

	 はい。一点（回）目の話じゃなくて、二回目に、このような「戦略書」を作ったコンサル

タントを重用する。もう一回契約して、「戦略書」のコミュニケーション戦略を実施する、と

いう契約を結んだ以上、誰が見ても、その第二の契約で作った「戦略書」を展開するという

風に受け止めるのが普通だと思います。が、それに対抗するような、反証できるような材料

は持っていらっしゃらない。 
	 そもそも、JICAがこんな文書を作ったりしますか？ JICAの職員は作りませんよね。「小
農の力を削ぐ」とか「信用を貶める」とか、CV&Aがやった、やってないはさておき、JICA
の職員としては許せますか？ 個人として。こういうことを日本の援助、JICA の資金でやら
れたということについて、担当者は答えにくいと思うから伊東さんどうでしょう。こういう

のってありですか。私はちょっと信じられないです。みなさんみたいな農村開発部って、小

農や農民の支援するためにあるんですよね。その部の人間としてこういうのってありですか。

「小農の信用を低下させる」と書いてあるわけです。 
 
JICA	伊東圭介（農村開発部次長）:	 	

	 今一般論のご質問をされていると思うのですが、すみません、私目が悪いので読めないの

ですが、今言われていること一般論でいえば、我々が、小農を分断するとか貶めると言うの

は、当然考えていない。 
 
舩田クラーセン：	

	 では、読み上げます。手元に資料 3の 1があります。「コミュニティあるいは農民を代表す
るこれらの組織の価値／信用を低めることができる」、「プロサバンナがメディアと継続的に

コミュニケーション持つことで、特にモザンビーク組織の実行力を減らしていく」。一般論で

もいいですけど、こんなのありですか。 
 
JICA 伊東次長：	

	 先ほども申しあげましたが、一般論として、「農民の価値を貶める…」、そもそも、貶める

ということ自体を我々職員が考えることはない。実際の表現は分かりませんが。 
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舩田クラーセン：	

	 書いてはいけないことではないですか、こういうこと。書いてもいけないし、思ってもい

けないし。 
 
JICA	伊東次長：	

	 思ってもいけないとか、そこまでは個人はいろんな考えを持ちますからあれですけど。先

ほどのご質問に答えるとすれば、JICAの職員として農民の価値を貶めるみたいなことを考え
るかというと、考えてないと思う。 
 
舩田クラーセン：	

	 はい。先ほど、UNAC にもいろんな立場があります的なことを浅井さんがおっしゃって、
石橋先生はまさに運動への介入、分断を想起する言葉だから撤回せよとおっしゃったんです

が、それを撤回する気ありませんか。つまり、モザンビーク小農を支援したいんです、こん

なにお金が使っているという公共の援助機関が、その分断を思わせる発言をしたり、分断を

促進するような言動をするというのはゆゆしき問題だと思うのです。それを指摘されて、浅

井さんとしては、先ほどの発言まずかったなと思われませんか。 
 
JICA	浅井課長：	

	 率直に申し上げて、まだまずいと言う風に考えるには至っていません。 
先ほどのやり取りの中で限られた時間ですから、石橋先生に私の言わんとしたところを正し

く伝え切れたかは自信がありません。その上で、今のやり取りの中から、伊東へのご質問も

ありましたが、こういう表現があった報告書を成果物として受け取った事実はあります。伊

東も申しあげました通り、こういうのが適切かどうかというところについて、適切だとは彼

自身言っておりませんし、私もそのようには思っておりません。 
 
舩田クラーセン：	

	 ありがとうございます。それはたいへん重要な一言だったと思うんです。が、この「コミ

ュニケーション戦略書」、「小農の価値を低める」と書かれているものは、モザンビーク農民

も農民組織も持っています。ポルトガル語なので、読んだうえで反対しているんです。読ん

だうえで、モザンビーク政府じゃなくて JICA に対して、もうやめてくれと言っているんで
す。 
	 だから、JICAのスタッフとしてもやっぱりあれはいけなかったね、というようなものを作
ってしまった責任、それを当事者が知ったうえで、それでも（小農を）支援しています、我々

は小農を応援しているんですと言うことの矛盾と暴力。これを理解してもらったうえで、最

後に。浅井さんがおっしゃったことは問題があります。 
	 つまり UNACにもいろんな意見がありますということをおっしゃいましたが、実はもう一
つ JICA の文書があります。MAJOL 社という JICA が契約して色分け、反対は赤であると
か賛成は緑ですと色分けを作った MAJOL社が、何を最終報告書で書いたか。浅井さんがそ
の時もう担当でしたか。 
 
JICA	浅井課長：私は 2016年 8月から着任しております。 
 
舩田クラーセン：	

	 では、浅井さんじゃない方がやったんですけど、組織としては責任があると思うんです。

ここに書いてあるのは何かと言うと、UNACの内部への働きかけを日本がずっとやっている
という話をしていて、MAJOL として交渉プロセスに完全に取り込むということをしてきた
けれど、JICA が希望する UNAC の取り込みはうまくいかなかった。けれど、JICA は心配
しなくていい、と書いてある。なぜならば UNAC というものはモザンビーク全農民の数の、
調べてみれば、2.5%しかないからそういうふうなことを強調すれば矮小化できますと書いて
います。 
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	 二つ目に書いてあることは、モザンビークの農民を代表する代表性の問題を論点にすれば

いいと書いています。代表性をどうやって問題にするかというと、農民自身が選んだのが国

会議員だから、議員をプロサバンナに取り込めば、モザンビーク農民の代表は議員だから、

プロサバンナは農民の代表性があると言えるはずだ、と書いている。 
	 これ JICAがお金で契約したコンサルタントの最終報告書です。これはリークされたので、
完全な形でドラフトが読めますが、JICAが我々に開示した文書ではその部分が根こそぎ削ら
れていました。つまり、JICAは裏で先ほどおっしゃったモザンビーク最大の農民連合組織の
後ろから介入して、何とか取り込もうとするために現地のコンサルタントを雇って活動し、

そのコンサルタントが報告書に書いて JICA に報告している。だけど世間にばれないように
削ったということなんですね。だから先ほど浅井さんがおっしゃった内容も、ある種、介入

の結果の発言ですから、こういう事実はもうバレているんだからもうやめてください、と私

は思います。 
 
石橋議員：浅井さん、先に。 
 
JICA	浅井課長：	

	 途中だったのは、先ほどの「貶める」というレポートですが、あれは成果物として検収し

た、受け取った事実はある。であるからこそ、コンサルタントはこういう提案はしたけれど、

私たちが受け取ったことをもって意思決定が済んでいる、それ以降それにしたがって書いて

あることを全部やるのとは違う、と言うのはご説明してきたはずです。 
	 それから、今のご指摘のところ、ご指摘はご指摘として承ります。他方で、先ほどはドラ

フトで出てきたものを修正しないのか、今、先ほど舩田さんはリークというものはいつの段

階のものか私たちは分からないので判断できませんけれども、裏で JICA が最終の前にコメ
ントして修正があったらそれは改ざんではないかのようなご指摘はどうなのかと思う。 
 
舩田クラーセン：	

	 そんなことは言ってなくて、書かれた事実があるということは、行動された事実があって、

JICA の資金をもって、コンサルタントへの指示をもって、UNAC の分断工作、取り込み工
作に関わったことが記されているんだけれど、JICAは最終報告から削ることによって、これ
を見えなくしましたねと言っただけです。改ざんなんて言ってないです。私からは以上です。 
 
石橋議員：	

	 改ざんなんて言うことは一言もおっしゃっていない。事実を時系列でおっしゃっただけな

ので言いすぎです。 
 
JICA	浅井課長：お詫びします。私がそういう風に受け止めたというだけです。違うというこ

とで。 
 
石橋議員：過剰反応です。正しく答弁してください。はい、牧野さん。 
 
JICA 牧野部長：	

	 コミュニケーション戦略案の話について確かに我々は受領していますが、案そのものに理

解を示しているということではございません。先ほど一般論として言ったと思いますが、分

断云々の話については、我々の理解とは違うと理解しています。コンサルタントの報告書と

はいったい何か、ということだが、コンサルタントのオリジナリティは、やはりあると思う。

コンサルタントに委託したからといって、出てきたドラフトについて全て我々が拒否して、

全部書き換えると言うことは、一般的にもございません。ですので、案はいただきましたけ

れども、その通りに我々は思ったわけでもないし、その後のコミュニケーションの実行につ

いてもその通りに行ったわけでもありません。 
 
石橋議員：	
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	 はい、あのちょっと色々反論もあるかと思いますが、みなさんも、ちょっとどのように評

価されるか、ぜひお考えいただければと思います。すいません、今日、主催議員の一人です

が、社民党の福島みずほ議員、参議院議員がお見えになったので、どうぞ自己紹介。なにか

疑問あったらどうぞ。	

		

福島みずほ議員（参議院議員）：	

	 社民党参議院議員福島みずほです。どうもよろしくお願いいたします。	

	 コンサルタントが作った報告書は自分たちの見解とは違うとおっしゃったけれども、JICA

がお金を払ったコンサルがこういうコミュニケーションで分断工作をやっていたという分析

を出しているわけだから、それについて JICA は責任があるのではないですか。コンサルタン

トの報告書がそういうふうに言っているということは、おそらく、分析が正しいかどうかは

別にして、そうなのでしょう。そうすると、その、JICA そのものが分断工作をやっている、

そういうふうにやっているということは、お認めになられます。	

	 ちょっと質問変えますね。コンサルの報告書は間違っているんですか、間違っていないの

ですか。	

		

JICA 牧野部長：	

	 はい、あの、間違っている部分もあれば、間違っていない分析もあるのだと思います。	

	

福島議員：	

	 じゃ、分断工作という言葉はちょっと強いかもしれませんが、その部分に関しては正しい

のですか、正しくないのですか？	

	

JICA	浅井課長：すいません。農村開発の浅井と申します。	

	

福島議員：はい。	

	

JICA	浅井課長：担当の浅井です。	

	

福島議員：もちろん、わかっています。	 	

	

JICA	浅井課長：	

	 その部分というところなんですが、確認のためにお伺いさせていただきます。先生、分断

工作という表現については、過激と先ほどおっしゃいましたか。かもしれないのですけど、

私たちはいろんな、この作業の中で現地の人たちが、どのような方達がどのような意見をも

っているのか、というのを正確に把握しようとしたそういう調査です。	 	

	

福島議員：	

	 じゃ、私が分断といってあれですが、この部分の、さっき問題の削除した部分については、

JICA は正しいという認識ですか？	それは否定されないという認識でよろしいですか？	

	

井上議員：	

	 JICA と見解が違うとか、言われていますけど、個々の個別問題じゃなくて、かなり基本的

重大問題だと思うんですよ。そこで、違うとおっしゃっていますけど、この部分は、JICA は

不合理だと、違うとどこかで明確に出されているんですかね。	

	

JICA	浅井課長：	

	 ごめんなさい。私の手元にある、この部分、みなさん配布資料のところにある、色がつい

た表のところを指しておっしゃっているということですよね？	その部分は、最後の報告書の

提出された成果品の中に入っている資料だということですよね。	
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井上議員：	

	 JICA	は受け取ったけど、これは JICA	の立場と違いますよということを明らかにされてい

るんですか？	

	

JICA	浅井課長：この報告書についてですか？	それは記録を確認させてください。	 	

	

福島議員：いや、ないんじゃないですか。	

	

JICA	浅井課長：	

	 いや、あの。コンサルタントの成果物と JICA の意思決定が違いますというのは、先ほど牧

野が申し上げた通り、そういう考えを述べさしていただいた機会がございます。今私が確認

させていただきたいと言ったのは、それがこの当該レポートなのかどうかについては、正確

なところを確認させてくださいとお願いさせていただきました。	 	

	

福島議員：	

	 重要な事は、そのコンサルタントの報告書が、そういう事を地元でやっていて、分析して

書いていると言うことですよ。それに関して、JICA はそんなの名誉毀損で、そんなことやっ

てないよ、とは今まで言ってないわけじゃないですか。少なくても、今日言った、否定した

と言うことをおっしゃらないわけで。ということは、コンサルタントがちゃんと報告書をつ

くったのは、客観的事実なんじゃないですか？	 	

	 ちょっと申し訳ないが、誰が賛成で誰が反対か地域で色分けしてやるのって、原発の立地

でやっている CR と全く一緒ですよ。でも、地元がそういう反対の意向があるんだったらそれ

を尊重するとか、問題そのものに問題があるんじゃないかっていう意識を JICA は持って欲し

いんですよ。このプロサバンナ計画については農民の人たちも来たり、様々な反対意見があ

るじゃないですか。それを受けとめるっていうことをしない限り、国際社会の中で、国際協

力の中で信頼を持てないですよ。	

	 モザンビークはかつて、ODA で、例えば農薬の輸出などをしているのを日本政府はやめま

した。だから、やめるって言う英断をすることがむしろ評価を高めるということも、ぜひ考

えていただきたい。これ原発の立地でやっている CR と一緒じゃないですか、どうですか。						

	

JICA 牧野部長：	

	 先生、コミュケーション戦略の提言として何かを実行したことを書いたわけではなくて、

この後、レポートを作ったあとに、ぜひ JICA がこういうことをすべきだというコンサルタン

トの提言書でございます。ですので、その中で JICA が分断してしまって、それを実績として

書いていると言うわけではございません。今後の提言として一部、われわれにとっては理解

し難いという部分があると言うことを申し上げております。	

	

福島議員：	

	 ただこの CR は噴飯ものですよね。だって、こういうことをしろって、結局分断して強行せ

よっていう指南をしているわけで、そういうコンサルタントの報告書が出ているそのことそ

のものが問題じゃないですか。どうですか。	

	

JICA 牧野部長：それに対する実行はしていないということです。	

	

石橋議員：	

	 ちょっと時間も経過をして他の論点もいくつかあるので、こればっかりに時間を費やせな

いので。ただ、重ねて今われわれが指摘をさせていただいているのは、例えば、もしこれが

ね、われわれは、明らかにこれはだめだと思う。認めちゃいけないし、こんなこと書かしち

ゃいけないし、コンサルが貴重な国民の税金を使ってやっているコンサルが、こんなことを
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書いたら即刻アウトですよ。即刻アウトだと言う判断を JICA がすべきなんですよ。すべきだ

ったんですよ。	

	 これリークで出てこなかったらどうするつもりだったのか。情報開示請求うんぬんで出て

きたからあれでしょ。出て来なかったら、スルーしてやったかもしれない。いやそれはって

言われるけど、この 7 年間聞いておられる皆さんね、いろんな大事な資料なりが、リークと

か、こちら側のアクションで初めて出てきて、不都合なことが書いてあるのがわかって、わ

かったもんだから、後追いで JICA の皆さんがアクションをとったというのがいくつかありま

すね。これも説明してくださいと言ったら説明してくれると思います。	

	 そもそもさっきの、ごめんなさい、セラード三角協力とかいろいろ言われて、舩田さんが

何年何月の時点で方針変えたのか、と言う話もしましたけど、実はこれ大事なんです。いつ

方針を変えて、それをどうやって変えたのか。ちゃんと対話をもってどうしましょうか、と

いうことをフラットにして変えたのではない。もしくはそれを変えて、ほんとにその中身が

変更されたのかどうかもわからない。そもそも、マスタープランの話がありましたけど、こ

れもマスタープランのドラフトなるものが作られていたこともわかったわけですね。こんな

ものが作られていたのかと現地の皆様も憤慨された。これも重々ご存知だと思います。これ

はリークだけだったんだよね？止まっているはずなのに、マスタープランのドラフトが作ら

れていたと。重ねて言いますけど、こういうことを繰り返されてきた。だからいつの時点で

誰がどうやってそれを変えたのかということを重ねて聞いて、ちゃんとお答えいただけない

ということは、ごめんなさい、われわれ議員としてもそういう真摯な対応していただけなか

ったのではないか、ということを考えざるを得ない。	

	 今の話もそうです。重ねて、その度重なる、これも JICA が責任持って発表されたコンサル

なり、それが絶対に書いてはいけないような、あってはいけないことを、こうやってまとめ

られて書いてある。これは断固切るべきです。断固受け取ってはいけません。むしろ憤慨し

てしかるべきだと思います。でも受け取っている。	

	 今年、政府が都合の悪い年金報告書を受け取らなかったこともありましたね。そういうこ

とは平気で受け取らない。しっかり受け取ってね、部分的にはあれだと言われるけど、そも

そもこういうことを書くようなコンサルなり、ダメですよ。すぐ切らなきゃ。でもそれをや

っておられないのは、われわれとしても、JICA の対応としていかがなものかと考えざるを得

ないということを申し上げたいと思います。	

	 	

JICA	浅井課長：	

	 ありがとうございます。受け取るべきではなかった、と言うところのご指摘は私どもも真

摯に受け止めているところでございます。ですので、私どもも、今記録をご説明できるよう

な状態になっております。	

	 全体として、JICA の対応がどうだったのかにつきまして、先ほど発言しきれなかった部分

についてお時間を頂戴するのを許していただければと思うのですけども。こういうことがあ

りましたと。事例の報告書がありましたと、例えば、UNAC を無視すればいいじゃないかと言

う感じの記載もありますけれども、実態として私たちはそれが長い時間をかけたと言うご批

判もいただきましたけれども、決して無視をしないで何とか耳を傾けて欲しいと言うことで、

これまでドラフトなるものをパッと書いて完成版です、という風にはしてないというところ

は、合わせてご注目をお願いしたいと言うことです。これが一点。	

	 もう一点申し上げます。2009 年に一連のところでありました、マスタープランが始まって

2012 年、プロサバンナにノーなど、私手元にないのでみなさんお手元にあるのが正しいとこ

ろだと承知いたしますけど、2015 年に現地での公聴会、モザンビーク政府主導でですね、最

終的には 5000 何人という公聴会、これもご批判いただいていますけども、行いました。ご批

判をいただいたやり方も含めて住民の意見をきちんと汲み取っているのかということで、ご

批判をいただきましたので、これまたご批判をいただいてしまいましたけども、市民社会調

整メカニズムというもので、JICA が調査をしてきちんと汲み取れない、モザンビーク政府農

業省がきちんと公聴会を企画してもきちんと汲み取れないのであれば、現地の人たちに企画

から実行までやっていただくというところが市民社会調整メカニズムのアイディアが出てく
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るきっかけでございました。これが 2016 年の 2 月です。	

	 先ほど外務省の国際協力局長との話があったのが、2016 年の年末だったように記憶してお

ります。局長がきちんと対応するようにと言う話でしたかね。すいません、あの一語一句は

正確ではないですけど、そういう考えを示されて、JICA の方に指示を頂きました。2017 年 2

月に、当初計画されていた、先ほど申し上げました市民社会調整メカニズムが企画していた

公聴会なるもの、当初はコミュ二ティ・コンサルテーションと言う呼び方をしていたもので

すけども、そこは 3 州 207 カ所で住民説明会をしようかという計画でしたけども、これも一

旦中止に至りました。	

	 同じ年、2017 年 4 月に異議申し立てをいただきまして、11 月に結論が、調査結果の報告書

が出ていると言うことです。そこで、2017 年 11 月の調査結果報告書に参加型手続きによる

やり方ですね。対話の仕方そのものも参加形で決めなさい、というふうに JICA に対して提言

をいただいたという風に理解しております。	

	 われわれはこの後、年明けの 2018 年以降、どんなやり方が、皆さんが納得して参加できる

対話なのかということをあちこちで会を持ちながら行いました。これが私たちの認識であり

ますし、取り繕うつもりもありませんけども、そういうふうにやってきたところです。意見

の違う人たちの声を聞く、どういったやり方が良いのかというところを考えてやってきた一

連の活動でございますけれども、これは介入とか分断と言われても、じゃ私たちはどうした

ら良いのかというところが悩んでしまうというのが、正直なところでございます。	

	 最後は私の主観ではございますけども、それまでの経緯のところ、改めてコミュニティ（コ

ミュニケーション）戦略で書いたところを提言していないところも 1 つ、私たちの行動を持

っての証拠ということで担当からは申し上げさしていただきます。	

	

JICA 牧野部長：	

	 クイックに大事なところですので、補足説明させていただきますと、石橋先生が、私が申

し上げたプロサバンナの方針変わったじゃないかと、対話をして変えたわけじゃないんです

よね、という点ですが。	

	

石橋議員：	

	 どうやって変えたのですか、ということも明確にしていただかないといけませんね、と申

し上げた。	

	

JICA 牧野部長：	

	 私のはじめの説明は、どちらかと言えば JICA の問題意識を持って変わったと言うことだけ

を説明したんですけど。つまり、ブラジルのセラード、それから当然モザンビークの三州は

全く環境異なるので、ちゃんとしっかりまず研究から行いました、と申し上げましたけど、

そういう自分たちの問題意識の変容もあったと思いますけども、ここで重要なのは、もちろ

ん現地、それから日本の NGO の皆様のご意見を真摯に聴かせていただいて、その上で書いた、

と言うところもあるんだと思います。	

	 それから、2 つ目の研究の次のマスタープランの中身について、本当はそのわれわれの目

がまだ届いていない、ドラフトと言っていいのか、コンサルタントが書いた部分がリークさ

れると言う話があったと思うんですけど、その後発展していく過程で、先ほど浅井が申し上

げた、回数は言わなかったかもしれませんけれども、100	回に及ぶそれから約 5500 人の方々

の、農民の方々が参加していただいて、たくさんの反対意見をいただいて、それから反省す

る部分もありましたけども、反対いただいたご意見についてはしっかりとこのマスタープラ

ンの報告書の中で数ページにわたって記載した上で、それを踏まえた提言を書かせていただ

いている。	

	 例えば、土地の収奪の問題というのが、このプログラムによって懸念されているのでない

かということとか、それから、新たな農法というのは伝統的な農法にあってないんじゃない

のか、つまりサステナビリティがないじゃないのかと言う懸念を、隠さず明記しまして、そ

れに対して正面から具体的な提言をマスタープランで行っていくということでして、決して
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農民の皆様の意見を全て無視して勝手に作っているとか、そういう話ではございませんし、

大きな方針の変化、それからマスタープランの中身についても農民の方々のご意見を踏まえ

た上で作っているつもりでございます。情報公開につきましても今後いっそうきちっとやっ

ていきたいと言うふうに思っております。以上です。	

	

石橋議員：相当反論があるかとは思いますが、はい、渡辺さん。	

	

渡辺：	

	 はい、ちょっと事実と違うかなと思うところがあるので、私から指摘をさせていただきた

いと思います。先ほどですね、2015 年 4 月の公聴会の話がありました。これもいろんな意見

が出て、結局どういうふうにやると反対する人々の声を聞きながらやれるのかと言うことで

進めていったのが「市民社会対話メカニズムだ」、と言うことをおっしゃっていた。ですけれ

ども、そういうふうに約束をしてくださったので、こちらとしても、どういう動きをされた

のかなと、どういう形でこちらに相談が来て、農民だったりの声が聞く形ができるかな、と

いうことで様子を見て、待っていたんですね、連絡を。でも、一向に来ない、どうなってい

るんだということを現地から言われていたので、意見交換会の中でも聞いていたところ、「モ

ザンビーク政府が考えているから待ってくれ」と言われた。	

	 そうこうしているうちに、先ほど冒頭で説明をさせていただいたように、何故かわからな

いけれども、JICA のコンサルタントが一軒一軒、小農組織や現地の市民社会を訪問して、プ

ロサバンナに対する意見を聞いている、と。何かおかしい。これ何なのか聞いてくれないか、

と現地に言われました。これについて、第 13 回の 10 月 27 日の意見交換会で聞いたところ、

当時の飯村学（アフリカ部）参事官から、「今われわれの知っているところでは農業省がどの

ような形で、どのように話を進めるか、一生懸命議論している」と。「私が返答するのもおか

しいが、モザンビーク政府が約束していると言うことだし、われわれもそうなるよう最大限

の努力中」と、私たちに直接お答えくださっています。12 月ですね。	

	 けれども、実際に何が起きていたかの経緯を見みると、これは 10 月 27 日の話です。今見

たのは。実際に、市民社会対話メカニズムを進めるために、一軒一軒モザンビークの団体を

回って、そのプロサバンナに対する意見を聞くための調査を開始するということは、10 月 7

日に、JICA からすでにショートリストの 3 社を対象に（コンサルタントに）応募要請がいっ

ているんですよね。10 月 7 日です。なのに、10 月 27 日に、「農業省が一生懸命議論している」

と。その上で、11 月 2 日、すでに MAJOL 社と契約しています。その後、12 月 8 日に私たちと

意見交換会の場があったので、どうなっているんだ、と。前回聞いてまだ答えられないと言

っていたけど、どうなっているんですか、と言ったところ、「状況は変わっていない」、「今は

教えられない」と言われたんです。ここでやはりおかしいと言うことで、情報公開請求をし

ました。石橋議員にもご協力をいただいて、開示請求をやって、こういった経緯が分かった。

でも、その中で出てきたものは、先ほど舩田さんがご説明されたように、一部の情報につい

ては隠されていました。それは、リーク文章、あとで正式文書と JICA がお認めになったリー

ク文書で、隠されていた部分があったり、そこでこのような先程の４色の分断があることが

わかった。	

	 ということで、なので、すごく事実がねじ曲がって伝えられています。一生懸命聞こうと

した、やっていたという事は。このように、われわれが何かおかしなことが起きているとい

う事実確認をしたにもかかわらず、「今は答えられません」、あるいは「農業省がやっていま

す」、と。でも、実際には、JICA がその前に（コンサルタントの）ショートリスト化して、

応募用紙渡しているんですよ。それで契約もしているんです。そういったことも、一つ一つ

がおかしいと言うことをわれわれずっと指摘しているんです。こういったことをちゃんと事

実確認してください。お願いします。	

	

JICA	浅井課長：	

	 JICA の者が当時、第 13 回意見交換会でご指摘のような発言をやったということは間違い

ありません。先程の繰り返しになりますけども、MAJOL 社の業務内容については、先に私が
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申し上げたような目的でやったということにも間違いはございません。	

	

石橋議員：はい。どうぞ。差し支えなければ、自己紹介をしながら。	

	

松平尚也（農家、京都）：	

	 松平と申します。京都で小農的な有機農業を 15 年間実践しながら、現在は京都大学で小農

や家族農業、あるいは持続可能な農業について研究しております。今日皆様お忙しい中集ま

って議論をした内容の感想を一言で言うと、当事者をないがしろにされたプロサバンナ事業

は、絶対に中止、あるいは停止、再停止すべきだと思います。その最大の理由が、のれんに

腕押し、押し問答の中で本当に感じるのは、対話やコミュニケーションあるいは市民社会対

話メカニズムと言われておるんですけど、どう考えても当事者の意見がちゃんと吸い上げら

れていない。	

	 さらに、今日、実はこの時期、昨年ですね、国連で小農の権利宣言が採択されました。日

本は国連加盟国として遵守する義務があるんですが、その中には、小農を政策段階から参加

させる事を義務付けられる、あるいは小農の「種子の権利」、あるいは「土地の権利」と言う

ものが謳われております。こういった国際的な潮流、今小農とか家族農業が未来の持続可能

な農業、あるいは食料、食料生産を支える担い手とされている中で、一部の少数派が言って

いる、だとかですね、そもそもですね、このホームページで、コスタさんが言ったことを虚

偽的な内容で掲載し続けているこのこと自体が、プロサバンナ事業の矛盾、あるいは停止す

べき最大の理由かと思います。	

	 ですので、先ほどから様々な取り組みをされているんですけども、ぜひ提言したいのは、

国連の小農宣言に則って、この事業、ぜひ市民社会、NGO 農業者、当事者とですね、もう一

度考えて、必要であればやる、必要でなければ中止、停止すると言う英断をぜひお願いした

いというのが、私の意見であります。	

	

原貫太（フリーランス国際協力師）：	

	 フリーランスで活動しております、原と申します。普段アフリカのウガンダ共和国で草の

根の活動しております。質問は一つでして、今の質問というか、感想に付け加える形になる

んですけど、これだけ反対があって、現地の抵抗運動があるという状況の中で、継続するこ

とによって一体誰が得をしているのかっていうのがすごく気になっています。	

	 最初から海外から投資を呼びこむということが前提になっていて、どうしても一市民の視

点から考えるとそういった大企業にどんどん利益が入っていく。やはり僕も普段ずっとウガ

ンダという国で生活をしていて、農家の方達と一緒に草の根で活動しているんですけど、や

っぱり一番現地のことをわかっているのは本当に現地の方たちで、アフリカ人は何もできな

いという前提で物をとらえるのではなくて、現地の人たちが一番問題を解決する術を知って

いると思うので、彼らに任せればいいんじゃないかな、と思っちゃうんですけど。	

	 にもかかわらずこれだけ反対されているのに、なんでそこまで継続をしたいのか。継続を

することによって誰が得をするのかということをお聞きしたいです。	

	

石橋議員：	

	 今お二方からご質問とご意見いただきました。ぜひお答えいただきたいと思いますが。今

日すいません、ご出席していただいている皆様に改めてお断りしておきます。今日こういっ

た形で、議員勉強会と言う形で開催させていただいていまして、こちら側に座っていただい

ているみなさまは、われわれが今日協力をお願いしたグループ団体のみなさんで、質問ご意

見をいただく前提でお招きをさせていただいております。今日多くの皆さまに参加していた

だいて、質問なりご意見なりされたいところでしょうが、すいません今日の趣旨で、今日提

言させていただくのはわれわれに限らせていただいております。また、改めて今日聞いてい

ただいたこと、疑問に思っていただいたこと、ぜひわれわれに提案していただくなり、質問

投げていただいて、われわれが代わって皆様の疑問質問には、JICA みなさまや外務省の皆さ

まとやりとりをしていきたいと考えておりますので、そういうことでご理解ご容赦いただけ
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ればと思います。その上で今お二方から大変重要なご指摘いただいたと思います。部長、コ

メント・ご意見あればぜひ。	

	

JICA 牧野部長：	

	 大変貴重な意見をいただきましてありがとうございます。小農を計画の段階から巻き込む

べきだという事は全くその通りだと思います。われわれなりに努力してきたつもりですけど

も、今日の議論では、全然足りない、やってないという話でしたので、僕は真摯にやってい

きたいと改めて思いました。	

	 それから、これだけの反対があって、誰が一体得をするのかというコメントだったと思い

ますけれども、それはやはり現地の農民のためだと思います。ご承知の通り、人口の約 70%

の方々が農民であります。われわれも村に行きますと、みんな子供も含めて非常に楽しそう

に生活しているなという風に思うんですけど、一度干ばつが起きた、あるいは個人的に病気

になっちゃったというと非常に厳しい。そもそも病気になっても、クリニックに行く足もな

い。行ったとしても自分のお金を払うことができないとか。干ばつになると、なけなしの何

かを売る。例えば、鍬を売っちゃったら、その次の植え付けの時には鍬が使えない。貧しさ

がどんどん貧しくなっていく、と言う段階で、ここで従来からの非常に厳しい状況に加えて、

気候変動というのがこの数年間このモザンビークを含めてきております。特に干ばつ、ある

いは地域によっては洪水ということもあって非常に厳しい状態にある。この状況をほっとい

ていいのかということでございます。	

	 それから、2023 年に天然ガスが現地に出るということが約束されていて、おそらく今 1%、

2%、3%くらいですかね。経済成長ありますけど、これが一気に 10 何%に跳ね上がるという風

に言われています。これでわれわれが危惧しているのは、資源の呪いとかっていうことでご

ざいますけども、非常に資源に偏った経済の構造にならないのかということをしっかりわれ

われも、早い段階で支援と言う形で取り組んでいかなければと思っております。そのために

はやはり国民の 70%の方々が農民、つまり農民が自分たちのやり方をベースにしながら、よ

り良い生産性の向上、それから生計と言うのを早く達成しないと、貧富の差というのがどん

どん大きくなるのではないかということで、2023 年というのはもうすぐでございます。これ

についてぜひ支援していきたいと思っております。以上です。	

	

石橋議員：牧野さん、まっとうなお話と論点の違う話を、ごっちゃに言われているので。	

	

枝元なほみ（料理研究家）：	

	 洪水が起こったりとか、気候変動があったりとか、農民が大変だっていうの、そのまんま

日本の農民に言ってください。助けてもらえない日本の農民、その人たちが税金払っている

んです。その税金を使っているのが、あなた達じゃないですか。ほんとにさっき誰が得をす

るって言うことに関して。みんなわかってるよ、もう。綺麗事いわなくても。大企業が得を

するような方向にどんどんいっている。格差分断している。格差分断しないようにとか、ず

っと綺麗事言っても、もう私たち聞く耳持たない。もう結構。	

	 なんかね、大変だなと思うの。お仕事だから。今日来ていらっしゃるでしょう？こんな仕

事、こんな部、こんな国の担当じゃなかったら、もうちょっとよかったなぁと思うかもしれ

ないけどね。でもね、そういう人たちって、なんか戦争の前の将校みたいな感じ。仕事だか

らしょうがないって言うまま、突っ込んじゃっている人みたいにみえたの。私なんかね、前

に侵略じゃないかって言いました。ほんとにそれ、想い変わってないの。	

	 そのことに、どんどんどんどん突き進んでいって、または、止められないから。日本のこ

ういうのってほんとに止められない。やめると自分たちがダメだったっていうこと認めるみ

たいに思えるから。でも止めることのほうがいいことだっていっぱいある。今やめるってい

う決断することが。	

	 世界中の人から見て、私たちから見てすら、おかしいと思うのに、なぜ、いろんなこねく

り回したキレイないい意見をいいながら、仕事だからしょうがないから、綺麗な意見をつな

ぎながら仕事を続けちゃうの？	そのまま行ったら、私たちなんか恥ずかしい。加担しちゃう



 39 

ことになるなと思うんです。私の税金で侵略していることを。加担していることになっちゃ

うから、私泣きたかった。今日ずっと。綺麗事言うの、もうやめて。やめるっていうことが

いいっていうことだってことを考えてください。農民にとって。そうしようよ。私たちだっ

て、私なんか仕事なくなるかもしれないけどこんなこと言っているんだから。そんな風に自

分の仕事だからしょうがないって思うの、もう辞めちゃった。止めないと日本は変わらない

と思うよ。そう思いました。	

	

荒谷明子（農家、北海道）：	

	 北海道で農業しております荒谷と申します。私たちも小農なので、「小農のために」ってお

っしゃってくださっていること、すごく信じたいなと思っておりますし、日本の国が私たち

の税金で行っていることなので私自身も当事者と思って聞かせていただきました。なので、

本当に「小農のため」とおっしゃってくださったので、小農の立場でどうしてほしいかとい

うことをお話したいのです。	

	 私たち入植して 25 年なんですけど、入植して 2 年後にセメント会社がプラントを立てると

いうことが、近所で持ち上がったとき。開発行為ですよね。それに対して地元の人たちが最

初は反対したんですけれども、だんだん、こちらの農家にはこういう利点が生じるというこ

とで、地域の分断が起こりました。その時に思ったのは農法だとか収入だとか生産性だとか、

非常にそれも農家にとっては大切な、生活の面で重要な点なんですけれども、農村で分断が

起こってしまったらもうそこに住むことができなくなります。それは本当に農法うんぬんの

前に、1 番大きな問題で、それが実際にモザンビークで起こってしまっているという現実は、

皆さん本当に努力されてそれを避けようとしてきたと私は信じたいですけれども、実際にそ

れが起きてしまって、現地の裁判所でもこれは違法であるということになってしまった時点

で、その組織がどんなに心を変えてこれからは皆様の声を聞いて一からやり直します、と言

っても信用していただくのは非常に難しいと思います。	

	 それでしたらやっぱり今撤退して、なくして、そして今、市民団体の人たち、客観的に見

ていても皆さんよりもいろいろなことをご存知ですし、市民や現地の人たちからの信頼も厚

いと思います。なので、本当に小農のために、おっしゃったような灌漑だったりとか、農業

の発展、品種改良そのものを現地で進めていきたいのならば、NGO の方を通して実現をして

いくのが 1 番良いことのではないかと思いました。	

	

山中一耕（農家、長野県）：	

	 長野県で有機農業をやっている山中といいます。私も小農の 1 人だと思ってやっています

が。まずモザンビークにはモザンビークの人たちの暮らしや食があると思っています。それ

で食と農業というものは直結するものと思っています。人々はそこに暮らす人たちの食を守

り育む活動をして暮らしを成り立たしてきていたと思います。毎年、毎年、種をとってその

種をまいて作物を作り生きてきたとそういう風に思っています。小農がやる農業というのは、

これ私の考えですけども、小さくても大地にしっかり根付いた農業だと思っています。自分

たちが食べるものを自分たちで作っていく農業だと思っています。	

	 JICA の考えている農業では、小農の人たちが喜びを感じながらやっていける農業だってい

う風には思いませんでした。支援と言う名のもとに、分断と土地の収奪とかいろいろ大きな

問題が起こり、現地で暮らしてきた農民の人たちが本当に大勢困っていると言うことを知っ

て、本当に私も小農の 1 人だと思って、他人事とは思えません。さらにそれをやっているの

が私たちの税金で、それをモザンビークの人たちにやっていると言うことを知って、本当に

心苦しく思いますし、申し訳ないと思っています。私はモザンビークに、今の状態では遊び

に行けないです。恥ずかしいと思っています。以上です。	

	

石橋議員：すいません時間が押しておりますので、短めにお願いします	

	

レイモンド・エップ（農家、北海道）：	

	 こんにちは。北海道から来ました、一緒に農業やっています。25 年間北海道で色々な穀物
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などをつくりました。私、2008 年から住んでいて、なぜこのプロジェクトが始まったか。2008

年、４つの F、Fee,Fuel,Food,Fertilizer（値段、燃料、食べ物、肥料）の値段倍高くなり

ました。そして多分日本政府がこれからマーケットのーーだったら、値段どんどん上がって

くると思います。もしプロジェクト始まったらですね。簡単に、安く変わると思います。私

このプロジェクト考えたら、鉄砲を使わないですけど、これ戦争です。この国コントロール

する、技術で、種で、肥料で、農業のノウハウで、農家さんこれから借金になったら、少し

ずつ、農地も大規模なお金で買われ、そして地域の文化も一世代、二世代の間で多分だめに

なる。いっぺんではないですけど、北海道の歴史から言ったら、日本の歴史で言ったら、そ

れも同じ皆バラバラになった。これから無人トラクターも使います。人間も大事ではないで

す。なぜコスタさんこのプロジェクトに反対するのか。その文化とその土の健康も考えてい

ます。この化学肥料、この色々な技術、この筋もダメになる。このプロジェクトの目的はな

んですか。	

	 もう一つの質問、たくさん穀物できたら。このプロジェクトが進んだら、日本のコモディ

ティ（穀物・大豆）価格はどうなるのか。安いコモディティがモザンビークで生産されたら、

北海道の農家はどうなるのか。	

	

吉森弘子（たねと食とひと＠フォーラム）：	

	 一般市民です、たねと食とひと＠フォーラムという団体で活動しています。今日もいろい

ろお話伺ったんですけど、やはり不明瞭な感じ、不透明な感じが抜けきれませんでした。戦

後生まれですから、平和と民主主義の国だと思って育ってきて、アフリカへの支援も日本は

しっかりやっていると思っている中で、NGO を締め出すとか、今日みたいな黒塗りの資料と

か。	

	 それから、大変だろうと思いながらも、なんで説明する側が、こういうふうにビデオをお

持ちになるんだろうとかずっと思いながら、変な感じと思いながら。是非これからは、先ほ

ど農家さんもおっしゃっていたんですけど、もっとこうオープンにやっぱり市民とかそれか

らいろんな平和の団体とかそういう人たちと、いろいろ論議をして、いつどこで決まったか

分からないけどこうなったと言われてもなかなか信用できないのが普通だと思うんです。他

の国の人たちの人権が守られないと言う事は、自分たちもやっぱり守られていくはずがない

と思いますので、ぜひオープンに透明な形で論議を進めていろんな結論を見出していってい

ただきたいな、という風に改めて思っています。今日はほんとにありがとうございました。	

	

石橋議員：はい、ありがとうございました。ちょっと質問もありましたけど、牧野さん何か

お答えいただけますか	

	

JICA 牧野部長：	

	 はい、おそらく最後の話す機会だと思いますけども、短く話させていただきますけども。

侵略とか戦争と言う言葉を使われていてちょっと驚いたんですけど、たくさんの質問あった

ので一つ一つ答えるとなかなか難しいですので、またの機会なのか。必要があれば、やりと

りになると思いますけど、全体的な話で最後はさせていただきたいんですけど。今回ですね、

あまりプロジェクトの中身そのもの、現在やっていることのどういう風に進めているとか、

どういう結果が出たのかということの話が全くできなかったので、ぜひ今後ご説明させてい

ただければと思います。	

	 最後質問のところ英語でおっしゃったコモディティ・プライスが日本でどうなるのかとい

う点ついても全くそこら辺リンクしてる話でございますので、決してその当初のプレゼンテ

ーションでやったような大豆をたくさんモザンビークで作って日本にガンガン輸出したりで

すね、そんな事は今のマスタープランには書いておりませんので、そういうことではござい

ませんということを含めてですね、もうちょっとこうプロジェクトの中身、あるいはプロジ

ェクトの中身へのご批判を含めてですね、今後議論をさせていければいいなと思いますし、

我々も喜んで、そこについては議論、説明ですね、させていただきたいと思っています。	

	 それから反対と言う言葉、あるいは批判、賛成ということもあるかもしれませんけども、
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そういったことの一体対象っていったいなんだろうか、ということをあまり議論ができなか

ったなというふうに思っていまして、冒頭、われわれ議論を途中までした、当初のプレゼン

テーションの非常にこう大きな大土地の開発をやっていくと言う方針から、いまそれは変わ

ってですね、小農の、あくまでも小農のための農業開発と言うふうにやっているわけであり

まして、じゃ批判、現地での批判というのは一体どこに向かっているんだろうかと。	

	 つまり、ですので中身ですね、PEM と言われている一人ひとりのあるいはグループごとの

生産性、生計の向上ということを真摯にやらしていただいているんですけど、それへのご批

判なのか。あるいはそのマスタープランの中で批判も含めて、懸念も含めて書いた上でそれ

ぞれの提言という形になっている。じゃあどの部分なのか、あるいはその初期の頃のプレゼ

ンテーションで三角協力でブラジルのような大土地所有と開発をもっとやることへの批判な

のか、ということについてあまり議論ができなかったと思いますので、これについては今後

議論を明確にさせていただきたいと思っています。今日は呼んでいただきましてまことにあ

りがとうございました。	

	

石橋議員：はい。なかなか噛み合った話にならないんだけど。はい、渡辺さん。	

	

渡辺：	

	 はい、ありがとうございます。反対と批判の対象は最初に明確に伝えた通り、JICA です。

その事は最初のプレゼンテーションで明確にお伝えしました。最初は、この事業の方向性だ

ったりとか、土地が奪われるということに関して声を上げたわけですけれども、一連のコミ

ュニケーション戦略あるいは分断を通じて、それを JICA 側がお金を自ら出して計画をしてコ

ンサルを雇ってやっていると言うことで、批判の対象は皆さん方です。そこはきちんとご理

解ください。	

	 他にも言いたいことたくさんあるんですけども。ほんとに石橋先生もいろいろ噛み合って

ないと言うことをおっしゃっていたんですけども、浅井さんが先ほど仰ったこと。あんまり

細かい話になりたくないんですけど。皆さんがすごくすばらしいご意見くださったので、も

うやめましょうよ、の一言に尽きるんですね。後は、この文章（JICA 掲載文）やっぱりおか

しいので、おっしゃっていること、撤回してください。その２点だけです。	

	 ただ現地の農民たちの名誉のために言わせていただきたいのは、JICA の環境社会配慮ガイ

ドラインに対する異議申し立てをやって、ガイドライン違反がないと出てから、どういう風

にしたら農民の声を聞ける形ですすめるんだ、ということを聞きたくて話し合いを進めてい

るとおっしゃっていたんですけど、そうじゃないですよね。突然、それまで分断の中心にい

た人々、JICA がコンサルとして雇っていた方々と共に、こういった会合を持ちますというレ

ターを送って、直前に。それで、そこに参加をしたら、そこで反対の意見を述べているのに、

「それも参加ですよね」、と言うことをおっしゃってきていますよね、実際に。そういうこと

を踏まえて農民が、2019 年の 1 月にこのやり方ではない、こんなやり方は違うんだというこ

とで声明を出しています。それをお届けしています。なので、いま、あたかもガイドライン

違反がなかった後に、私たちいいことやっています、がんばっています、というな言い方で

したけど、事実と反しています。それを最後確認させてください。	

	 そういう風に、農民たちの声を聞かずに会を設けて、そこに参加するしないということを

行っていることそのものが、分断なんですよ。これが参加だ、と言ったりとか。そういった

ことをやめてくれ、というふうに農民は言っているんですよ。いい加減それは理解していた

だきたいんですね。何年この話しをやっているんだと言うことで。そのために税金が使われ

ているんです。	

	 それをやめて欲しいのと、先ほど（荒谷さんが）おっしゃっていたんですけど、農民たち

が一番悲しいことだと言っているのは、分断の話です。その事は来日をして伝えています。

私たちが欲しいのは利益ではなく主権と尊厳だ、と話をされています。それ直接伝えていま

す。なので、今何の話がしたい、一体そもそも最初にあったような大規模土地収奪とか、そ

ういう大規模農業開発に反対をしているのか、何が批判の対象かわからないと言うことをお

っしゃっていたんですけど、その態度そのものが農民のことをきちんと聞けてないことを示
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しているんですよ。	

	 そのことをまず認識しないとこの事業を進められません。本当に困ります。これで進めら

れたら。なので、一旦やっぱり、ここで税金の無駄遣いは止めていただく必要があると言う

ふうに思います。気候変動についてあんまり細かいこと言いたくないんですけど、この夏コ

スタさんいらっしゃいました。そこにカメルーンの農民も来た。そこでもやはり、土地収奪

が起きている。気候変動テーマに話をしたんですけども、気候変動があるからどうこうする

んじゃないです。われわれが気候変動を起こしている側です。まずそれをなくすのが私たち

の責任であって、プラス気候変動が起きたときに、なぜその農業の状況が苦しくなっている

かと言ったら、土地収奪とか社会的な問題が先にあるからなんです。そのことを農民が訴え

ていたんです。牧野さんアフリカに 30 年以上関わってきてそのことを知っているべきなんで

すよ。それも知らずに農業開発事業やっているというのはほんとに能力と資格はないです。	

	 あと資源の呪いの話です。これすでに今日 JIBIC の管轄なので話してないんですけれども、

先ほど最初にお見せした話ですね。ナカラ回廊開発の一環でこの事業（プロサバンナ）は行

われている。天然ガス開発、石炭の開発、インフラ整備をしているということ言っているん

ですけれども、その中ですでに土地の強制収容、強制移動、起きています。そのことを伝え

ているし、去年の民衆会議でも農民たちそのことを伝えに来て、皆さんにも伝えています。

なので、資源の開発でこれから問題が起きるからやらなきゃいけないのではなくて、順序が

逆で、先ほども言ったように既に事業下で起きている土地収奪に対応できていない。これか

らどういうふうに対応していくんだということなんです。われわれがここで言っているのは。

なので、今日はここで明らかにしたいのは、やっぱりわれわれはこれを止めていただきたい。	

	 その前に、この見解（JICA 掲載文）を撤回してください。よろしくお願いいたします。私

からは以上です。	

	

石橋議員：	

	 はい、ありがとうございました。われわれエキサイトすると表現が過激になりがちですけ

ど、その辺は少しちょっとご容赦いただいて、しっかり受け止めていただければと思います。

その上で、このあと井上議員からも最後まで居ていただきます。締めのご挨拶いただきたい

と思いますが、まずは牧野部長に言っていただいたので、すいません。今日裁判に対する姿

勢の件などなどまだまだ他に論点があったんですけども、カバーしきれませんでした。ちょ

っとまだ牧野部長自身ももう少し話すべきだという論点を先ほど提起もされたので、まだま

だ今日全然尽くせてないので。今日こうして本当にお時間いただいて、JICA の皆さん、外務

省途中で退出されましたが、場を持っていただいたこと、ここには重ねて感謝申し上げたい

と思います。本当にご協力いただいてありがとうございます。	

	 ただ、ぜひこれほんとに対話の新たな 1 歩と言うことで、ぜひまた年明けて引き続き対話

の場をこういう形で持たしていただきたいと思います。今日出席できなかった議員の皆様と

も、今日の話は共有させていただきますし、また次回多くの議員の皆様ご参加いただけると

思いますので、重ねてまたお呼びかけさせていただければ、ご協力いただいて、良い建設的

なやりとりをさせていただければということでお願いしておきたいと思います。	

	 先ほどほんとに貴重なご意見いただきました。そもそも 7 年前から私もずっと JICA に申し

上げているのが、やっぱり今日冒頭申し上げた、そもそものボタンの掛け違い。やっぱり皆

さん、いろいろ言われるんだけども、結局ボタン掛け違えたままで、次々と違うボタンをは

めておられる。ボタン掛け違えたら一旦ボタン外して、つまり、立ち止まって、それでちゃ

んと正しい道を探らないといけない。それをやらずに車走らせながら、なんだって言ってい

るから全部話が進まない。間違った方向にずっと突き進んじゃっている、としか今日のお話

やりとり聞かしていただいても、思えないですね。なので、やっぱり一旦立ち止まる。一旦

ストップして、その上で、本当に現地の今でもモザンビークをほんとに貧困に苦しんでおら

れる多くの子供たちが飢えに苦しんでいる。そういう国です。それに対してわれわれも支援

したいんです。良い形で支援しましょうよ。現地の皆さんと真摯に話し合って、どういう支

援を日本の国民のみなさんの貴重な税金を使わせていただいて、現地の国民、農民、子供た

ちが裨益を受ける形で、どういう形がいいのか、これ真摯に議論していただいて、そして JICA
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にその役割似担っていただきたい。そのためには一旦立ち止まらないとダメです。	

	 短期的には JICA に今日決断いただければ、これウェブサイトページはすぐにでも削除して

いただける話です。すぐに決断してください。そこから始めないと先進めませんよ。これ部

長ぜひ、今日この場で決断いただいてもいいけど、持ち帰っていただいて、早急にこのサイ

トについては削除すること決断いただいて。またどういう形で皆さん国民の皆さんに説明い

ただけるか、それはまたしっかり議論させていただければと思いますが、このままでは到底

受けられない、ということは多くの皆さんの共通の認識だと思いますので、そこは、すぐ皆

さんの決断でできる話なので、ぜひやっていただきたい、と言うことを申し上げて、重ねて

今日協力いただいたことに感謝申し上げたいと思います。	

	

井上議員：	

	 ３時間半近く、こうやって議論をすることができました。JICA、外務省の皆さまにもその

点は感謝を申し上げたいと思います。	

	 冒頭でも言いましたけど、ブラジルのセラードにも ODA の調査で行ったんですね。このプ

ロサバンナの話を最初にお聞きしたときに、あれだけ違うものを参考にするっていうことだ

ったんですけど、これはまずおかしいなと単純に思ったんです。先ほど、それも「変わって

いるんだ」、とのお話もありました。けれど、やはり、そういうことを、どういう議論があっ

て、どうやって変えたのかと、その結果どういう風になっているんだということを、きちん

と説明されないままに、JICA は「変わった、変わった」、と。そう言われても、なかなかや

はり、そこは理解ができない。合意されないと思うんですよ。	

	 さきほど小農の方が発言されましたが、農業にとって、どれだけ「地域の分断」が致命的

なのかについて改めて聞いて、なるほどと思ったんです。やはり、そこには丁寧な合意など

の行為の努力が必要だと思うんですよ。	

	 一連のコンサル（タント）の一連の発表について、それは「JICA の立場とは違う」なんて

こと言われています。けれども、実際には、しかし、そういうことに関わった人が引き続き

ずっと関わっているんですよ。「赤」「緑」の分断をやった人が、引き続き関わっているんで

すよ。いくら皆さんがおっしゃったって、農民から見れば、結局ああいう見解持っている人

たちを使って、結局やっぱり分断を持ち込んでくると思うわけですよ。その象徴が、今のウ

ェブサイトの問題ですから。	

	 ほんとにね、小農の権利、そういうことを一番に考えていると先ほどもおっしゃいました。

そうであるならば、それは態度で、具体的に示していただきたいと思います。それが今日の

皆さんの想いだと思うんです。先ほど、まだまだいろんなことを話尽くせないということが

ありましたので、ぜひまた年が明けたら、こういうこと（勉強会）を繰り返し行っていきた

いと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日はほんとに皆さん、参加して

くださった皆さんもありがとうございました。	

	

石橋議員：	

	 長い間、聞いていただきましてありがとうございました。また質問、ご意見など、言いた

かった方、すいません機会がありませんでした。また、別の機会でご発言いただければと思

いますので、重ねてご出席いただいた皆様、ご協力いただいた皆さんに感謝申し上げて、今

日の会合は以上で終りにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 


